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予算審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和３年３月１６日（火） 

午 前  ９時５８分  開 会 

午 後  ４時０５分  閉 会 

 

２．場  所   公会堂 第８・９・１０集会室 

 

３．出席委員   委 員 長  堤   喜一郎   副委員長  西 村 盛 男 

委  員  久保田 隆 二   委  員  舩 見 昌 功 

委  員  小比類巻 孝 幸   委  員  田 嶋 孝 安 

委  員  遠 藤 泰 子   委  員  下 山 光 義 

委  員  佐々木 卓 也   委  員  奥 本 菜保巳 

委  員  澤 口 正 義   委  員  加 澤   明 

委  員  春 日 洋 子   委  員  馬 場 騎 一 

委  員  森   三 郎 

議  長  小比類巻 雅 彦   副 議 長  瀬 崎 雅 弘 

 

４．欠席委員   委  員  堀   光 雄 

 

５．説 明 員  市  長 ほか 

 

６．事務局職員   事務局長  村 井 拓 司   次  長  中野渡 孝 英 

         主  査  川 嶋 貴 彬   主  査  浪 岡 光 平 

 

６．案  件   議案第１号から議案第８号までの計８件 

 

７．会議概要 

堤委員長：おはようございます。少し早いようですけれども、会議に入る前に御報告です

けれども、堀委員から本日の会議を欠席する旨の連絡がありましたので御了承願います。 

 それでは、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまより、予算審査特別委員会を開会いたします。 

 本委員会には、去る３月１２日の本会議において、議案第１号から議案第８号までの計

８件が付託されております。 

 議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 
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 それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 

 なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

 加えて、本日の会場は広く、聞きづらいこともあるため、質疑及び答弁については大き

な声でお願いします。 

 議案第１号令和３年度三沢市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 財務部長。 

山﨑財務部長：議案第１号令和３年度三沢市一般会計予算の概要について御説明申し上げ

ます。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ２４４億２,８００万円となり、前年度当初予算額と比

較いたしますと２２億８００万円、率にして９.９％の増となっております。 

 まず、歳入の主なるものにつきまして、予算書の９ページ、歳入歳出予算事項別明細書

に基づきまして御説明申し上げます。 

 １款の市税につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う個人住民税の減収

及び固定資産税の事業用資産の軽減措置による減収見込みなどにより、前年度と比較し、

４.７％減の４３億５,８２８万１,０００円を計上しております。 

 ６款の法人事業税交付金につきましては、法人市民税の税率引き下げに伴う補塡として

２,２８７万２,０００円を計上しております。 

 ９款の国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、前年度の交付実績によ

り、前年度と比較し０.６％増の２１億３,５４２万２,０００円を計上しております。 

 １０款の地方特例交付金につきましては、固定資産税の軽減措置の補塡等に伴う増額に

より、前年度と比較し１３２.８％増の５,１８３万６,０００円を計上しております。 

 １１款の地方交付税につきましては、前年度の交付実績及び国の伸び率等を勘案し、前

年度と比較し２.６％増の４９億６,２８１万４,０００円を計上しております。 

 １５款の国庫支出金につきましては、焼却施設整備事業費補助金の増などにより、前年

度と比較し２０.５％増の５７億１,７９０万３,０００円を計上しております。 

 １９款の繰入金につきましては、財政調整基金繰入金の増などにより、前年度と比較し

１３.０％増の１１億７,６７６万６,０００円を計上しております。 

 ２１款の諸収入につきましては、十和田地区環境整備事務組合の解散に伴い、旧三沢地

区衛生センター剰余金の増などにより、前年度と比較し２１.７％増の６億１,１４０万

９,０００円を計上しております。 

 ２２款の市債につきましては、焼却施設整備事業債の増などにより、前年度と比較し９

７.１％増の２２億９,０９０万円を計上しております。 

 以上が歳入の主な概要であります。 

 次に、歳出の主なるものにつきまして御説明申し上げます。 

 １０ページを御参照願います。 

 ２款の総務費につきましては、（仮称）浜三沢地区コミュニティ集会施設等整備事業の

増などにより、前年度と比較し１３.９％増の２８億４,０８３万３,０００円を計上して

おります。 
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 ３款の民生費につきましては、障害者施設サービス費の増などにより、前年度と比較し

０.８％増の７２億５,３８６万４,０００円を計上しております。 

 ４款の衛生費につきましては、焼却施設整備事業の増などにより、前年度と比較し７

９.１％増の５５億３,３３５万５,０００円を計上しております。 

 ６款の農林水産業費につきましては、塩釜農民研修所改修事業の増などにより、前年度

と比較し７.５％増の６億７,１３７万５,０００円を計上しております。 

 ７款の商工費につきましては、企業誘致費における立地促進奨励金の減などにより、前

年度と比較し２０.３％減の６億４,８０５万５,０００円を計上しております。 

 ８款の土木費につきましては、市道東岡三沢・堀口線外１整備事業の減などにより、前

年度と比較し９.８％減の２３億７,０４８万８,０００円を計上しております。 

 ９款の消防費につきましては、水槽付消防ポンプ自動車整備事業の増などにより、前年

度と比較し１１.２％増の１２億１,６１２万５,０００円を計上しております。 

 １０款の教育費につきましては、第二中学校暖房設備改修事業の減などにより、前年度

と比較し１５.３％減の２１億２３８万２,０００円を計上しております。 

 以上が議案第１号令和３年度三沢市一般会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：おはようございます。 

 それでは早速、令和３年度の予算の内容について、各事業の内容についても質問させて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず、８７ページ、移住・定住対策費の項目の中で、住宅取得支援事業助成金が１億

３,０００万円計上されておりますけれども、これまで５年、この事業を継続してまいり

ましたけれども、その効果等を踏まえて今年度もこの予算が計上されたものと推測されま

すけれども、この点についてお聞かせいただけますでしょうか。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：住宅取得支援事業の効果等を踏まえた令和３年度の事業実施というこ

とでございますが、これまで平成２８年度から住宅取得支援事業を実施してきておりまし

て、これまでも多くの利用をいただいているところでございますが、特に直近の令和２年

度といたしましては、県内、県外からの転入者も増えまして、今年度におきましては、転

入者数は１１６名程度を見込んでおりまして、三沢市への移住という効果につきまして

は、大きな成果を得ているのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：その点について私も移住・定住促進対策特別委員会で発言させていただきまし

たけれども、１億３,０００万円という大きな財源、費用対効果をしっかりと精査する必

要があるのではないかと委員会でも言ってきましたけれども、中身を見てみますと、ま

ず、新築の棟数です。平成２８年１３５棟、うち、この支援を受けて新築したのは１１４

軒、平成２９年は１２７、新築棟数。に対して、うち、助成を受けて建てた方は１００
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軒。そしてまた、平成３０年度はこれ、増えてきているのです。１４２…。で、うち助成

を受けているのが９９軒。令和元年度は新築が伸びていまして、１５１軒。のうち助成金

を受けたのが９９です。助成金あるなしにかかわらず、新築の建築棟数というのは増えて

いて、その中身をしっかりと精査していかなければならないと思うのですが、例えば今、

若い人たち、助成金を受けるにしてもいろいろ縛りがあると思うのですけれども、そう

いった方々がおいらせ町とか六戸町で家を建てる。それをまた移住することを抑える効果

はないとは言えません。あると思います。 

 ただし、移住・定住というのは、家を建てる人だけを集めるわけではなくて、私の知人

の娘さんは三沢の自衛隊の方と結婚したのですが、三沢で新婚生活を送るに当たって、一

軒家を借りたいということで、おいらせ町で家を借りております。そういう中で、家を建

てる方をここで抑えたとしても、そういった方々が転出するのでは、大きなくくりで見る

と余り効果がないのではないかと思います。 

 この点についても移住人口の増減を見ても、元年では２２０名の方が社会的移動です。

マイナスです。こういうことを踏まえて、もっとしっかりと中身を精査する必要があるの

ではないかと思うのですが、それについていかがでしょうか。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：移住・定住促進に関する住宅取得支援事業の事業の精査ということで

ございますが、これまでも年間１億円以上の予算を使ってこの事業をしてきたわけでござ

いますが、来年度からも住宅取得支援事業以外の事業も組み合わせて、様々な形でアプ

ローチができるような事業を実施いたしまして、この住宅取得支援事業の効果を見極めな

がら、別の事業でも相乗効果をもって最大限の効果を生むような事業展開というのを考え

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ぜひもっとしっかりと精査していただきたいと思うのです。若い方が住宅を建

てたけれども、支払いができなくなって手放したという、昔からそういうケースもありま

す。そういう部分も踏まえて、しっかりと中身を精査してこの政策に取り組んでいただき

たいと思います。これは要望です。 

 次に、９３ページ、浜三沢地区コミュニティ集会施設の整備ですけれども、これは移転

等の絡みでの集会所等の整備だと思うのですけれども、中身についてお知らせいただけま

すか。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 この事業は、昭和４５年に竣工した浜三沢社会福祉センター及び昭和５３年に竣工した

第一分団屯所について、長年の利用により建物が老朽化したため、合築により建て替える

事業でございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 
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 必要な集会施設というのは、町内の住民の方のコミュニティーの場として大変大事なこ

とだと思います。集会所は必要かと思います。 

 そこで、この建物を建てるに当たって、周辺の人口というのはどのぐらいなのでしょう

か、使用するのは。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：世帯数でよろしいでしょうか。約１００世帯となっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 私は、集会所の建設に当たっては、別に異を唱えるものではありませんけれども、今、

人口減少という中で、地域で１０年、２０年先を見据えた公共施設等をしっかりと精査し

て計画を立てる必要があると思います。そういう観点から、今回、防衛の予算を使うのだ

ろうと思いますけれども、補助金があるから建てるというのではなく、しっかりと１０

年、２０年先を見据えた、そういうふうな工夫というのが絶対に必要だと思います。その

ことを要望として挙げさせていただきたいと思います。 

 次に、９５ページ、防犯灯の整備事業になります。まだまだ三沢市の中では防犯灯が十

分だとは、場所によっては防犯灯が整備されている地域もありますけれども、全体を見る

と、まだ不十分ではないかと思う点もありますが、それについてはいかがですか。 

堤委員長：生活安全課長。 

織笠市民生活部参事兼生活安全課長：ただいまの防犯灯の整備状況についてお答えいたし

ます。 

 現在、市内には防犯灯は約７,０００ございます。中には、新しく家が建った部分と

か、そういうところはまだ少ない部分もございますので、その件については、今後、設置

場所等を検討していきたいと考えております。 

 今回の防犯灯の整備予算については、以前から町内会のほうから要望されていました箇

所の予算となっております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 やはり町内会の要望、特に通学路、商業生とか、駅を使う子供たちが登下校する通学路

を重点的に、早急に防犯灯をつける必要があると思いますので、その辺も配慮していただ

ければと思います。 

 次に、１１７ページ、高齢者いきいきバス発券業務委託料というのがあるのですけれど

も、その内容についてお願いします。 

堤委員長：介護福祉課長。 

田中介護福祉課長兼地域包括支援センター長：高齢者いきいきバス発券業務委託料につい

てお答えいたします。 

 これは、市内のバスに乗る場合に、主に浜地区の方々なのですけれども、１か月６,０

００円の定期を市から３,０００円補助を出して、利用者は３,０００円でバス券を買って
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いただく事業で、１回乗るときには１５０円の負担でバスに乗れるものです。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 北浜地域の方々が様々交通の便で、特に高齢になって車を手放さなければならなくなっ

た方々が病院へ行くにも買物をするにも苦労されております。そういう中で、いい対策が

必要ではないかと思うのですが、むつ市では、７５歳以上の高齢者のバスを無料にすると

いう、あそこは大変財政も厳しい市だと思うのですけれども、それでも７５歳以上の方々

へのバス代金無料ということを公表しております。こういうことも含めて、もっともっと

北浜地域の方々が、元気な高齢者は家に引きこもらないで、ぜひ買物とか病院とかの交通

の便。運転免許の自主返納支援という事業もやっていますけれども、これにも重ねて、高

齢者の方々が自主返納の促進といいますか、自主返納する機会になるのではないかと思い

ます。それについていかがでしょうか。 

堤委員長：生活安全課長。 

織笠市民生活部参事兼生活安全課長：運転免許証の返納事業については実施しておりまし

て、手数料をつけますけれども、バス券、タクシー券または商品券の中から選んで、１人

最大１万２,０００円相当分を補助している事業です。それについては、新年度も引き続

き実施していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 ある市民の方が、運転免許自主返納のことについて、車の維持費がなくなるのではない

かと。これまで車を持って、車検、保険などの維持費がかかるわけです。これからはそれ

がなくなるのだと。そういう方々に対して補助金が出る。一般の方々、車を持たないで、

交通費に苦慮している方々がいます。そういった方々との公平感はどうなのかという意見

をされた市民の方もいらっしゃるのです。 

 そういう部分で、公正という部分では、今回の７５歳以上の方々の無料化ではないです

けれども、全体の高齢者の皆さんが、免許を返納しても、免許を持っていない方も出やす

い環境づくりというのは必要だと思うのですけれども、それに向けてしっかりと政策を立

てていただきたいという要望を上げて、次に進みます。 

 次に、１５９ページ、塩釜農民研修所改修事業の中身について詳しく教えてください。 

堤委員長：農政課長。 

松橋経済部参事兼農政課長：塩釜農民研修所について御説明いたします。 

 塩釜農民研修所は昭和５８年に建築され、今年で３７年が経過しております。経年劣化

による老朽化が進み、修繕の頻度も増えてきていることから、バリアフリー化も併せて建

て直す事業となっております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：この地域の世帯数が分かりましたらお知らせいただけますか。 
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堤委員長：農政課長。 

松橋経済部参事兼農政課長：塩釜地区の世帯数ですけれども、塩釜１丁目から４丁目まで

ありまして、２１４世帯となっております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：先ほども言いましたけれども、集会所等については、地域のコミュニティーに

おいて大変大事な場所だと思います。行事によるつながりも大切にできます。 

 ただし、先ほども申し上げましたが、１０年、２０年を見据えて、人口の推移、また、

建築費、今、ある町内会では、同じように経年劣化した中で放置されているところもあり

ますし、また、町内会として空き家を活用している、空き店舗を活用しているという部分

で、長期的な見方で工夫されている町内会もあります。 

 そうした中で、１億２,９００万円強、これだけの建設費がどうしてかかるのかと思い

ます。集会所は絶対に必要なことだと思いますけれども、その中身についてはいかがで

しょうか。 

堤委員長：農政課長。 

松橋経済部参事兼農政課長：工事費の内訳について御説明いたします。 

 予算計上しています工事費は、建築工事として９,３１１万５,０００円、電気設備工事

としまして１,２７７万１,０００円、機械設備工事としまして１,１７４万８,０００円、

備品設備工事としまして６３万円、４工事で合計が１億２,８２７万２,０００円という工

事の内訳となっております。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：中身です。集会所に様々な部分で１億３,０００万円、どうなのかと疑問を持

つ方もいらっしゃるのではないかと思っております。集会所は必要です。ただ、中身につ

いては、建設費も含めてもうちょっと見直す必要があるということを述べて、次に、最後

の質問になります。 

 ちょっと聞かせていただきたいのですけれども、２８６ページ、地方消費税交付金、政

府が消費税の分は社会保障費に充てるということを言っておりますけれども、地方に消費

税分を還元しているというふうに承知しております。地方消費税交付金が充てられた社会

保障の施策に対する経費なのですけれども、どういう配分の仕方をされているのでしょう

か。 

堤委員長：財政課長。 

栗原財政課長：御質問にお答えいたします。 

 消費税のかさ上げ分というか、社会保障財源分として追加分になった分について、社会

保障４施策ということで、社会福祉経費、社会保険、国保の繰り出しだったり、病院経費

に充てるのですけれども、割当てとしては、あくまでも特定財源が当たっている部分を外

して、社会保障分として入ってきている分を案分かけて、それぞれ割り振りしている状況

になっています。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 
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奥本委員：ありがとうございます。地方消費税ですから、様々な事業をするに当たって、

消費税が８％から１０％、２％分上がったということで、経費もそれに加えて加算だとい

う部分で配分しているのかなと思っていたのですけれども、病院なのですが、１億円、消

費税交付金、社会保障の１億２,２８０万円、病院というのは、消費税で３億円、全く運

営に関して、診療するに当たって、消費税をそれに加えることはできません。診療報酬に

消費税分ですということはできないわけですので、丸々病院側の負担になってしまう。そ

れも加味して今まで一般財源から病院のほうに繰入れをしてきたのだというふうに理解し

ているのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。病院の３億円の消費税の負

担。 

堤委員長：財政課長。 

栗原財政課長：お答えいたします。 

 病院の３億円という数字は私も把握していなかったのですが、病院に対して繰出金を出

しているのは、通常の病院事業の営業で賄えない部分について繰り出ししているわけで、

そこに対して消費税追加分を社会保障財源として消費税を充てて交付しているという感じ

になっています。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：地方消費税を活用して一般財源のほうの、その他消費税というふうに計上して

あるのですけれども、ぜひとも、消費税がすごく負担になっている部分もありますし、そ

の辺を考慮して配分をしっかりと検討していただきたいということを要望として上げて、

質問を終わります。ありがとうございました。 

堤委員長：ほかにありませんか。 

 舩見委員。 

舩見委員：おはようございます。順次質問させていただきます。 

 予算概要のほうの６ページの３番、権利擁護支援事業について、新規事業とございます

が、事業内容についてお示しください。 

堤委員長：介護福祉課長。 

田中介護福祉課長兼地域包括支援センター長：権利擁護支援事業の概要について御説明い

たします。 

 国は、成年後見制度促進利用計画におきまして、平成２９年に閣議決定された計画で、

市町村に令和３年度までに制度利用促進を図るための中核機関の設置と運営を努力目標と

して定めております。 

 成年後見制度は、認知症高齢者や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない

人の権利を守り、生活を支える重要な仕組みとなっております。 

 今般、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村の１市５町１村

で共同でこの中核機関を設置するものです。 

 中核機関の主な業務内容といたしましては、成年後見制度に対する広報、啓発、成年後

見に関する相談対応、成年後見の申立ての支援、市民後見人の養成などが主な業務となっ

ております。 

 以上でございます。 
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堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 成年後見制度ですが、認知症、知的障害、精神障害、また、能力が不十分な方の財産、

権利を守るということですが、高齢になったときに、判断能力がまだあるうちに将来に備

える方もいらっしゃると思いますが、そういう方も支援する、成年後見制度の中で支援す

るセンター……。 

堤委員長：介護福祉課長。 

田中介護福祉課長兼地域包括支援センター長：お答えいたします。 

 判断能力がある場合には、事前に公証人役場のほうに登録するなどの制度があります。

御相談に応じて支援するものであります。 

 以上でございます。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。先日、３月１４日の新聞報道ですけれども、弘前市で

成年後見制度の市民後見人を養成する養成研修を開き、２９名の市民の方が修了したとの

記事がございました。今回の三沢、上北広域権利擁護支援センターにおいても同様の取組

を当市において行う予定はあるのかお聞かせください。 

堤委員長：介護福祉課長。 

田中介護福祉課長兼地域包括支援センター長：来年度の事業といたしまして、市民後見人

養成講座、おおむね２０名の養成を目指して予算を立てております。 

 以上でございます。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 ぜひ取り組んでいただいて、誰１人取り残さない共生社会の実現のために今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 次に移ります。概要書の９ページの３６番で、移住・定住で、先ほどの奥本委員の関連

になりますけれども、住宅取得支援事業助成金についてですが、昨年度、令和２年度の助

成件数と、そのうち三沢市内の業者が請け負った件数を伺います。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：住宅取得支援事業の市内及び市外の受注件数といいますか、利用件数

についてお答えいたします。 

 令和２年度ですけれども、合計７４軒のうち市内事業者が３４軒、それから市外事業者

が４８軒となっております。これは新築軒数でいきますと、令和２年度でありますと７０

軒となっております。市内が４３.４％、市外が５６.６％となっております。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 ちょっと聞き取りづらかったのですが、市内の業者が約３５％ということですか。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：失礼いたしました。 
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 市内事業者が４３.４％、市外事業者が５６.６％の実績でございます。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございました。 

 いずれにしろ市内の業者が市外よりも下回っているということで、人気の事業だと伺っ

ておりますし、市民の方から、申請しようとしたらもう終わっていたという方からよく声

をいただいております。令和３年度も１億３,０００万円の予算ですが、令和３年度も例

年同様の申請の手順、また、開始時期なのかお教えください。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：令和３年度の事業概要についてお答えいたします。 

 まず、先ほども御指摘いただきまして、移住・定住促進対策特別委員会でも、市内事業

者の受注件数が少ないのではないかという指摘を受けているところでございますが、市内

事業者の受注割合が低い理由の一つに、やはり例年５月から１回のみの受注期間に集中し

ているために、規模が大きい市外事業者が一気に受注しているという市内事業者の声がご

ざいましたので、令和３年度におきましては、市内事業者の受注機会を増やすためにも複

数回、例えば２回の受注期間というのを設けまして、市内事業者の受注機会を増やしてい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 複数回、例えば２回受注の機会を増やすということで、市民の皆様が広く活用できるよ

う今後も工夫をして取り組んでもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に移ります。概要書の１７ページ、１２１番、水産振興費のホタテ稚貝放流事業助成

金について、予算の内容、何に使うのか、また、漁協と一緒に取り組んでいくと思います

が、予算割合とか事業の内容についてお伺いいたします。 

堤委員長：水産振興課長。 

沖澤水産振興課長：ただいまのホタテ稚貝放流事業助成金について御説明いたします。 

 当市の漁業は、水揚げの大部分をスルメイカやサケなどの回遊魚が占めておりまして、

これらの回遊魚は海洋環境に左右され、好不漁の差が激しいため、漁業経営に大きな影響

を与えていますことから、つくり育てる漁業として、水産資源の養殖と保全を今後行うべ

きということでありまして、三沢市漁協のほうでは、そういった事業の一環といたしまし

て、ホタテの稚貝の放流を行うための助成金となりまして、この購入費用５００万円ほど

の予算がかかるということで、その半分の２５０万円を助成するものであります。 

 以上となります。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 稚貝購入費用５００万円の半分の２５０万円の予算ということで理解しました。これは

１回で終わるのか、試験的にやるものなのか、またはこれから２年、３年、５年と、動

く、ホタテですから継続的に取り組む事業なのかお教えください。 
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堤委員長：水産振興課長。 

沖澤水産振興課長：ただいまの質問の今回限りなのか、それとも継続事業としてやってい

くのかという御質問でありますけれども、こちらのほうは、三沢市漁協としては、放流す

るエリアを３か所に分けまして、３か年ということで、令和３年度から５年度までを目標

といいますか、計画期間といたしまして、ホタテの稚貝の放流を行いまして、その後、稚

貝の放流経費と管理経費等を捻出いたしまして、その後、継続的なホタテ稚貝の放流を行

う計画で、水揚げの拡大につなげていく考えを持っています。 

 以上であります。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 私もホタテの刺身とかは大変好きですし、バーベキューのまち三沢市ではホタテの貝焼

きとかをやりますので、３か年計画ということで計画して、つくり育てる漁業のためにも

よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。概要の１８ページの１２３番、建物リフォーム等事業費の住宅リフォー

ム事業費助成金についてお伺いします。 

 令和２年度の募集の開始時期と終了の日、また、補助件数についてお伺いします。 

堤委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室室長補佐：ただい

まの住宅リフォーム補助金の開始時期と終わった時期、そして申請件数の御質問にお答え

いたします。 

 開始時期は令和２年４月１日でございます。受付の終わった時期が、本当に人気の補助

金でございまして、９月７日で終了いたしました。申請の件数でございますけれども、全

部で１６４件でございました。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 ４月１日から９月７日までで１６４件ということです。 

 令和２年度のパンフレットなのですが、大変市民の皆様に喜ばれている補助事業であ

り、また、工事は参加登録されている業者、その全てが三沢市内のみということで、大変

費用対効果も高く、３年度は厳しいかもしれませんけれども、今後、令和４年度以降継続

して補助事業を行っていただけると思うのですが、予算が少し少ないかと思うのですが、

今後、継続するに当たって、もうちょっと予算を拡充するお考え、取組があるのか、お伺

いします。 

堤委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室室長補佐：ただい

まのリフォーム補助金の今後の増額を考えているのかという御質問でございます。 

 確かに当課としましても事業の必要性につきまして十分認識しているところですが、少

子化、そしてコロナの影響により税金の減収、そしてまた、高齢者による社会保障料の増

額ということで、非常に財政的な部分とすれば厳しい状況であると思います。 
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 しかしながら、我々は住宅の工事をする業者のためにも、今後も社会情勢をきちっと見

極めながら、引き続き予算の増額を含めて、制度の見直し等も含めながら検討していきた

いと考えております。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 財政的に厳しい中、情勢を見極め、取り組んでいくということで、ぜひよろしくお願い

いたします。 

 戻りまして、概要書の９ページ、最後の質問になります。 

 ３８番の結婚メモリアル助成金についてですけれども、新規事業とのことですが、対象

事業と、概要のところに書いてございますが、対象事業と対象者のお示しをお願いいたし

ます。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：結婚メモリアル助成金の対象者についてお答えいたします。 

 対象者につきましては、三沢市民の新婚世帯で、年齢が夫婦共に３９歳以下、そして所

得要件がございますが、世帯所得、２人合わせて４００万円未満、年収で言いますとおよ

そ５４０万円未満という新婚世帯を対象といたします。 

 以上でございます。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 ３９歳以下、所得４００万円未満、夫婦でということでございますが、結婚メモリアル

助成ということで、メモリアルというのは、記念とか記念日という部分だと思うのです

が、現住所とか本籍地とかは関係なくて、三沢の病院で産まれていれば、その方の出生地

は三沢ということになります。同じように三沢のどこかで挙式を、式場でも居酒屋でも

パーティー会場でも式を挙げていれば、三沢で結婚式をしたので、ずっと夫婦の中では認

識していると思います。５年、１０年後、あそこで結婚式をしたから御飯食べに行こうと

かということがあると思います。それがメモリアルという本質であると思います。 

 三沢市外で、隣接町村に産まれており、三沢で披露宴を行い、地域に住まわれている方

が、実際に三沢で披露宴を行う場合も会場とかは排除しないと思います。それが合理的な

経営だと思います。その中で、対象者は市内在住ということですが、市内在住及び隣接市

町村の住民が三沢市内の会場や事業所を使う場合も含めてはいかがかと思いますので、お

答えください。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：この結婚メモリアル助成金の市民以外の方に対しての助成ということ

でお答えいたしたいと思います。 

 実際に、例えば結婚式場とかでも、親が三沢市民だったり、親類が三沢のために三沢の

結婚式場等を使うといった方も実際にはいると思います。しかしながら、この事業につき

ましては、若い新婚世帯に対する経済的負担の軽減とか、婚姻時の思い出づくりを支援す

るとか、当市における婚姻率の向上、そして人口減少対策、移住・定住対策というところ
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で、市民を対象とした対策でもございます。ですから、税金を使っている上、現在のとこ

ろですけれども、市民以外の方への助成というのは考えておりません。 

 ただし、この事業を実施していきながら、事業効果等を見極めながら、こういった結婚

支援などを活用した経済対策といったところにつきましても、今後検討していきたいと考

えております。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 人口減少の点や移住・定住の観点から市民限定ということですが、今後の経済対策も含

めて考えていくということで、細部の制度設計というのを少し柔軟に見直していただい

て、交付要綱を今後策定していくことをお願いし、要望して終わります。 

堤委員長：ほかにありませんか。 

 田嶋委員。 

田嶋委員：それでは、質問させていただきたいと思います。 

 予算書のページ数で進めさせていただきたいと思います。 

 まずは、８３ページの上のほうですが、公衆無線ＬＡＮ環境整備事業費ということで約

７００万円の予算がついております。概要書のほうで、事業をしようとしている内容が書

いてありますが、今現在、公衆無線ＬＡＮの進捗状況といいますか、予定している場所に

ついての設置状況についてお伺いしたいと思います。 

 予算に伴って、大体どのぐらい予定まで設置が進んでいるのかという部分に対しまして

お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

堤委員長：情報システム課長。 

伊藤情報システム課長：御質問にお答えいたします。 

 公衆無線の設置状況でございますけれども、まず、今年度予定しておりました市役所、

アメリカンデー会場、市役所の駐車場の付近、総合社会福祉センター、市民の森につきま

しては１月１日からサービス開始しております。今年度の予算で、設置に当たりまして、

大分設置方法を見直した関係もありまして、追加の施設も予定しております。こちらは３

月中に設置工事が終わりまして、４月の開始予定でございますが、寺山修司記念館、先人

記念館、武道館、上下水道庁舎、保健相談センターの五つが４月から開始の予定でござい

ます。 

 令和３年度の４か所につきましては、申請の関係もございますので、９月末ぐらいまで

には設置工事を完了させまして、１０月１日をめどにサービスを開始したいと考えてござ

います。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 この公衆無線ＬＡＮですが、私としては、災害時にも使えるものということもありまし

たので、設置の状況というのが非常に気になっておりました。その中にして、設置の状況

が徐々に増えてきているということは非常に良いことだと思ったところです。 
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 今後、この後、どのような計画が考えられているのか、お伺いしたいと思います。 

堤委員長：情報システム課長。 

伊藤情報システム課長：お答えいたします。 

 ３年度まで整備するところで、不特定多数の方がいらっしゃるような施設については、

おおむね整備が済むものと考えているところでございますけれども、今後は、実際に市民

の方がＷｉ－Ｆｉを御利用になって、こういうところにもあったほうがいいという要望が

上がってくれば、その辺は改めて検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 今後の部分の内容についてお伺いしたのは、私自身考えるのは、今、集会施設の改修な

どがありますが、集会施設などにも設けていかなくてはいけないのではないかと考えてお

ります。というのは、今のコロナ禍におきまして、お子さんたちにしても学校に行けない

という記事がありました。そんなことを考えますと、分散して授業を受けるなり何なりと

いうことを考えていく必要性もないとは言えないのかなと。そういった意味では、地域に

分散してある集会所を勉強する場にも使える。そのためには、今、ＧＩＧＡスクール構想

の中で、タブレットなどが使用される、そんな環境をつくっていくということも必要なの

ではないのかと感じております。 

 そんな中、集会所に対してもＷｉ－Ｆｉ環境を設けるということが必要なのではないか

と感じますが、この件についてどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

堤委員長：情報システム課長。 

伊藤情報システム課長：お答えいたします。 

 集会所等に設置することについて、いろいろ町内会のほうから御要望があれば、それは

検討いたしたいと思うのですけれども、ただ、公衆無線ＬＡＮにつきましては、性質上、

不特定多数の方が利用するということがございますので、今回整備しているものについて

も、セキュリティー上、きちんと認証を行うとか通信ＲＯＭを取るとか、電気通信事業と

して行うための対策というのをかなりしているものになります。これを各集会所に全部設

置するということになりますと、費用対効果という面でかなり難しい部分もありますの

で、例えば町内会として設置するとか、そういうことで御相談があれば、比較的簡易なや

り方で、御相談に乗らせていただくということはあると思うのですけれども、現状では私

どものほうには要望は上がってきておりませんので、そういったところが出てくるようで

あれば対応を検討いたしたいと思います。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。確かに費用対効果という面では、今すぐということでは、必要

性はないと、あるかもしれませんが。 

 ただ、子供たちの話をさせていただくと、家庭環境において高速通信などが扱えるお子

さんがどれだけいるのかということを考えれば、それを考えると、個々に環境を整えると
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いうのは非常に難しいように感じます。そんなことを併せ持って、やはり地域に分散した

形で子供が学校に行けなくても勉強ができる体制をつくっていくということは、今後必要

なことだと感じております。そのことを踏まえまして、ぜひともこの内容については御検

討いただければと思っております。 

 続きまして、８７ページに移らせていただきたいと思います。 

 まずは、奥本委員からも質問が出ておりましたが、地域公共交通対策費として補助金な

どが出ております。コミュニティバス運行事業費補助金などがありますが、こちらのバス

の運用状況についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：コミュニティバスの運用状況についてお答えしたいと思います。 

 まず、事業者、十鉄からコミュニティバスの輸送実績及び収支報告という資料が来てい

るのですけれども、利用人員につきましては、令和２年度、これは令和元年１０月から令

和２年９月の実績でございますが、年間の利用人員が１０万４,３１０人となっておりま

す。そして運送収入につきましては１,５３４万円程度となっておりまして、経常収支が

１,７３２万円程度、それに対して経常費用が７,６３９万円程度となっておりまして、合

計損益といたしましては５,９６９万円ということで、こちらのほうを予算計上しており

ます。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 昨年度の予算の内容を見ますと５,２９６万４,０００円という数字があります。補助金

として上がっておりますが、その状況を踏まえますと、今の内容でいくと利用者が増えて

きていると捉えてよろしいのでしょうか、その辺についてお伺いします。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：コミュニティバスの赤字の増によることが利用者の増につながるかと

いうことでございますが、昨年度は、令和元年度の実績でございますが、確かに５,２０

０万円程度の赤字でございました。今年度は５,９００万円の赤字ということで、これは

利用者が増えているのではなくて、逆に利用者が減って収入が減っていると。それ以上に

会社の経費がかかっていることで赤字が膨らんで、その分を三沢市が補塡するというもの

でございます。 

 以上です。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 コミュニティバスにつきまして、私自身感じるのは、これから高齢化社会を迎えるに当

たって、このバスが本当に皆さんに使われる内容になっていかなくてはいけないのではな

いかと感じております。そんなことを踏まえまして、どんどん利用率を上げるためにどの

ような工夫をされているのかということ対してお伺いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

堤委員長：政策調整課長。 
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大塚政策調整課長：利用率向上のための取組ということでございますが、大体バスを利用

する方というのは、免許を持っていない方とか、主に高齢者、それから学生の方が多いも

のですから、増やすという取組というのはなかなか難しいものでございますが、路線とし

て減っている、乗る方が減っている路線に関しましては、統合したり廃止したり、路線の

整理のほうを行っております。 

 今後は、高齢者等の地域の足ということで、タクシー等も利用した交通というものを検

討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 実際この予算を見ますと、やはり大きな額で、１人当たりに考えても、利用している方

の金額にして考えても非常に大きな額だと感じております。先ほど奥本委員の話にありま

したけれども、例えば車の方々にしてもどんどん移動ができるような状況ということも考

えていかなくてはいけないと感じますが、コミュニティバスということではなく、三沢市

内の移動に関しての考え方、今お話いただきますと、タクシーなどという話もありました

けれども、いろいろな意味で使い勝手がいい環境をつくっていかなくてはいけないのでは

ないかと感じております。そんな中、さらなる工夫というものを何かお持ちなのかどうか

ということにつきましてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：ただいまの交通政策に対しての工夫というところでございますが、来

年は、新たに５か年計画となります三沢市地域公共交通計画、マスタープランを策定する

時期に当たります。この中で、先ほども言いましたバスの再編とか、デマンドタクシーと

か、それから自家用の車を使った、そういった多様な輸送資源について最大活用するとい

うところで、三沢市にとって、地域にとって望ましい地域の旅客運送というところの検討

を、令和３年度でしていきまして、将来の三沢市の交通体系というのを検討していきたい

と考えております。 

 以上です。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 ぜひ使える内容のものにしていただければと思います。せっかく補助にしても何にして

もやっていながら、利用されていないというのは非常にもったいないと感じておりますの

で、ぜひともいい内容を出していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、次に移りまして、同じページです。先ほどから何度か出ている内容になりま

すが、結婚新生活支援金、概要書でいきますと、最大３０万円ということで記載がありま

すが、この内容につきまして、どのような形で市内の皆さんに周知されているのかにつき

ましてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：結婚新生活支援金について、周知方法等について御説明したいと思い

ます。 
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 こちらの事業は、令和２年度の９月議会、第５号の一般会計補正予算からスタートし

た、移住・定住対策費としてスタートした事業でございますが、こちらは住宅の賃貸とか

引っ越し費用等に使うことができる新婚世帯向けの助成金でございますが、周知方法とい

たしましては、不動産会社、それから市役所の市民課窓口で婚姻届を提出した方にチラシ

等を配付するようにしております。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 実は、今、周知の内容として、不動産屋にという話がありました。逆に不動産屋の人た

ちは、せっかくあるものを使えないという部分に対して印象を悪く持っているところもあ

るようです。 

 というのは、これをもらうに当たって、ホームページを拝見させていただいたのです

が、細かくいろいろとＱ＆Ａが書かれているので、そちら見ていくとトラブルが少なかっ

たのかもしれませんが、しかしながら、例えば部屋を借りた方についてですが、まずは１

０月に部屋を借りました。１月に同居して、そして婚姻届が２月というような流れで行っ

た方がいらっしゃるようですが、このときに２月分しか家賃がもらえなかったというお話

をいただきました。何でもっとちゃんと説明しないのだろうというお話をいただいたとこ

ろです。 

 その内容を聞いていますと、せっかくいいものをやって、その内容について、三沢に来

て良かったと思えるような、三沢に住んで良かった思えるような内容になればいいのです

が、逆に悪いイメージになってしまっているというのがあるのに対して、非常に残念だな

と思っております。 

 ですから、今回のこの質問をさせていただいた部分に対しての要望でありますが、一業

者にという話ではないとしても、その団体に対してとか、もう少し詳しく説明をしていく

必要があるのではないか。例えば住宅支援金についても、せっかくやっているものが、市

内の方々が余りいいイメージを持たなくなってしまったりとか、せっかくやっているもの

が裏目に、悪いイメージになってしまうというのは非常に残念だという思いをしておりま

す。ですから、市内の関連団体の方々にもう少し内容を説明していただきたいと思います

が、説明されていることかもしれませんが、お伺いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：各事業者への説明ということの御質問でございますが、事業者や新婚

世帯に対しましては、当課では詳しい説明をしているつもりでございますが、事業者、

引っ越し業者とか不動産業者からもかなりこの事業は喜ばれている事業でございます。 

 ただ、どこの不動産屋かは存じないのですが、そういった説明不足というところで、変

な誤解を与えしまったというのであれば、これからもこういった説明というものを徹底し

て、誤解を与えないような制度設計をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

堤委員長：田嶋委員。 
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田嶋委員：三沢市でやっている事業が皆さんに喜ばれるような形で進むように、お知らせ

などをしながら進めていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後に、８９ページでありますが、ふるさとまちづくり寄附金推進事業費の内容につい

て伺いたいと思います。謝礼品につきまして、昨年度は５０４万円で、今年度は８４０万

円という内容になっておりますが、この内容につきましてお伺いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 ふるさとまちづくり寄附金の謝礼品について、８４０万円の内訳でございますけれど

も、寄附金額に対して返礼品が約３０％、それを発送する送料が１２％となっておりま

す。寄附額を２,０００万円と見込んで、返礼品に８４０万円とさせていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：今回金額が上がった、何なりか目的といいますか、予定があるのか伺いたいと

思います。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 昨年度の決算額でいきますと、寄附金額が１,４５３万円でございました。今年度が２

月現在で３,３００万円ほどとなっております。約倍程度に増えているのですけれども、

これは、今年度はコロナ禍における巣ごもり需要によって増えているのではないかという

こともありまして、寄附金額を２,０００万円程度に見込んで積算させていただきまし

た。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 金額が上がってきているということに対しては、非常にいいことだと感じます。以前、

私、一般質問させていただいているのですが、航空券、今、三沢も飛行機関連というのは

ダメージを受けておりますが、航空券の返礼品というものに対して御検討があるかどうか

につきましてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 航空券の返礼品については、今、政策の予算化を検討している最中でございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：今なかなか全国移動するということができない状況にありますが、ただ、ワク

チン接種され、皆さんが移動をどんどんされるような状況になってくると、やはり需要と

いうのは高まると感じておりますので、こちらにつきましてもぜひ御検討いただければと

思います。 
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堤委員長：次に、久保田委員。 

久保田委員：私のほうからは五つ質問させていただきたいと思います。手短に質問させて

いただきます。 

 まず、予算書の７９ページです。こちらのほうにコピー機の使用料というのがあるので

すけれども、６７３万円ということで、去年から１００万円ほど増額しているのですが、

こちらの値段が増額している理由や、また、使用料がどういった基準で決まっているかと

いうことを教えていただきたいと思います。 

堤委員長：総務課長。 

蹴揚総務部参事兼総務課長：コピー機の使用料についてお答えいたします。 

 コピー機の使用料につきましては、庁内で各所属が事務のためにコピーしているコピー

機の使用料となっております。この積算につきましては、前年度の実績を基に算定してい

るものでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：答弁ありがとうございました。 

 再質問ではないのですけれども、私、なぜこの質問をさせていただいているかという

と、小檜山市長の公約の中で、ペーパーレスの推進ということがございまして、なるべく

紙を使っていかないというところが今言われていますけれども、予算書を見て、コピー機

の使用料が上がっていたので、なかなか上がっているなと思って、なるべくこれが下がっ

ていくほうが見栄えがいいかなと思いまして、これからぜひコピー機の使用料を下げられ

るようにしていただければというところで、この質問は、以上になります。 

 二つ目の質問なのですけれども、８９ページの下のほうに、市民意識調査業務委託料と

いうものがございますけれども、こちらについて概要を教えていただければと思っており

ます。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：市民意識調査の内容についてお答えいたします。 

 こちらは、第２次三沢市総合振興計画の後期計画に向けて計画を策定するために市民の

意向を調査するものでございます。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：答弁いただきましてありがとうございました。 

 追加で再質問させていただくのですが、市民意識調査業務委託料なのですけれども、ど

ういった形で調査を行われているのか、具体的な方法を教えていただきたい思います。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：市民意識調査の調査方法についてお答えいたします。 

 こちらは、市民の中からランダムに２,０００人ほどピックアップしまして、調査票を

郵送して、それを記入の上、再度返信していただくという内容になっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：久保田委員。 
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久保田委員：ありがとうございました。 

 再質問はございません。こちらも意見を言わせていただくのですけれども、私、去年の

６月の一般質問の中で、各計画策定時に市民の方から意見を吸い上げることが非常に重要

であるということを述べさせていただきました。その際に、なるべくネットを使って、個

人認証とかの問題が非常にあって、うまくいかない部分もあるのですけれども、今、春日

議員の一般質問の中で、ＬＩＮＥのコロナワクチン接種の予約システムを導入するという

ところもございましたので、なるべく今後、そういった計画がＬＩＮＥ等でも個人認証の

問題がクリアされて、ネット等で吸い上げていければいいというところで意見を述べて、

終わらせていただきます。 

 次に、三つ目の質問に移りますけれども、予算書の９３ページになります。交通防犯対

策費の中に空家取り壊し事業費補助金というものがございますけれども、こちらについて

概要を御説明お願いします。 

堤委員長：生活安全課長。 

織笠市民生活部参事兼生活安全課長：空家取り壊し事業費補助金について御説明申し上げ

ます。 

 この事業は、空き家を取壊しする方に対しまして、取壊し工事費の１０％、上限２０万

円を限度として補助するものであります。今回の予算額としましては、上限２０万円の１

０軒分として２００万円を計上しております。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。 

 分からないのでぜひ教えていただきたいのですけれども、それが交通防犯になるみたい

なところでお聞かせいただきたいと思います。 

堤委員長：生活安全課長。 

織笠市民生活部参事兼生活安全課長：ただいまの空家取り壊し事業が交通防犯対策費の中

に入っているのはなぜかということについてですけれども、交通防犯対策費につきまして

は、これまでも交通安全に係る予算の部分と、防犯に係る予算の部分がもともと含まれて

いる款項目でございました。 

 今回の空家取り壊し事業費補助金は、令和２年度までは建物リフォーム事業補助金の一

つとして実施しておりましたけれども、令和３年度からは、空き家の相談窓口である生活

安全課で総合的に空き家対策を実施していくために、防犯に係る予算ということで、交通

防犯対策費に計上しております。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。納得できました。これから実績を見ていって、ど

ういう効果が出たのかということを決算のときに確認させていただきたいと思います。あ

りがとうございます。 

 四つ目として、１３１ページの生活保護総務費の中にあります生活保護システム借上料

ということで、こちらについての概要や、実際に誰が使われているのかということを教え
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ていただきたいと思います。 

堤委員長：福祉部参事兼福祉部長心得。 

篠田福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長：お答えいたします。 

 生活保護システム借上料でございますが、今回の借上料は、１１月に生活保護システム

の更新を迎えるために計上するものでございまして、これは、生活保護のケースワーカー

が生活保護に対する業務を行うシステムでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。 

 お聞きしたいことがありまして、なぜここに引っかかったかというと、１,３００万円

というと、大体毎月１００万円ぐらいかかるもので、これが今後もずっとかかっていくも

のなのかお聞きしたいです。 

堤委員長：福祉部参事兼福祉部長心得。 

篠田福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長：今回新しくシステムを導入するものでご

ざいまして、初期費用として９１５万７,０００円かかりますので、次回からは借上料と

して１５０万円程度になることとなります。 

 以上でございます。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。納得できました。月１００万円もかかる高価なシ

ステムなのかと思ってしまったので、それを聞いて納得できました。ありがとうございま

した。 

 最後に、五つ目なのですけれども、２０７ページのＩＣＴ活用支援業務委託料で、こち

らは概要の１４ページに記載があります。こちらについて、まずは概要を教えていただけ

ればと思います。 

堤委員長：教育総務課長。 

種市教育総務課長：ＩＣＴ活用支援業務委託料の概要について御説明いたします。 

 今年度、学校のほうに、児童生徒１人１台の端末、教室などへのネットワークの環境を

整備いたしまして、来年度、学校の学習活動のほうに活用されていくことになります。先

生方が児童生徒にＩＣＴを使った教育をする上で支援する業務となっております。 

 内容としましては、実際に学習するための教材を提案したりとか、そういった教材を準

備したり、その使い方等を先生が子供たちに説明するとか講習するとか、こういった業務

と併せて、機器類の保守に関わる部分、不具合とかメンテナンスに関わる部分も併せて委

託するものとなっております。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。 

 確認させていただきたいのですけれども、この委託業務というのはどこかの会社とかに

投げるイメージなのか、もしくはＩＣＴ支援員の募集をかけて採るイメージなのか、そこ

をお知らせいただきたいと思います。 
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堤委員長：教育総務課長。 

種市教育総務課長：このＩＣＴ支援業務の発注というか、どこが担うかということについ

てお答えいたします。 

 業務委託ということで、ＩＣＴを活用した支援業務を行えるという条件の下に、民間の

業者に委託する予定になっております。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。 

 再質問はございません。最後、意見で終わらせていただくのですけれども、おっしゃっ

たとおり、業者に頼むことになるだろうと思っていて、この地域にＩＣＴに関する人材が

不足しているというところは私も承知しております。長期的な目線で見たときに、なるべ

く内政化というか、三沢市の中にＩＣＴを支援できる人をどんどん増やしていくといった

ときに、はじめは外部から理解できる人を連れてくることになると思うのですけれども、

そういった方が三沢市内のＩＣＴを支援したいと思っている方に教育を施して、最終的に

は三沢市の人材が育っていって、三沢市の中でそういうことができるようになるというと

ころが、私としては理想的なところでありますので、ぜひ長期的な目線で見た中での地域

のＩＣＴの人材を育てていくというところをぜひとも考えていただければと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

堤委員長：次に、ありませんか。 

 小比類巻孝幸委員。 

小比類巻委員：おはようございます。質問させていただきたいと思います。 

 まずは、当初予算２４４億２,８００万円、非常に多額な当初予算ということになって

おりますが、中身を見ますと、様々な状況の方への支援、環境づくりが主になっておりま

して、本当に市民の生活を守るための予算とし、今現在の市政の方針が非常によく分かる

予算内容になっていると思います。やはりこの予算を組んだからには、市民に広くこの内

容を全部周知して、余すところなく必要な方に予算を使っていただけるようにしていかな

ければいけないという観点から質問させていただきたいと思います。今まで質問された方

は予算についてお褒めの言葉もあったところです。最初に意見を言わせていただきまし

た。 

 私からは２点に絞って質問させていただきたいと思います。 

 まず、予算書の８９ページ、８項目めの東京オリンピック・パラリンピック関連推進事

業費、昨年度とほぼ同額が計上されていると思います。昨今、現在のコロナ禍の状況で、

例えば聖火リレーを取りやめるとか、もしくは事前合宿をしていただけるはずの国の競技

団体から取りやめの要望があるとか、様々な状況がございます。三沢市としては、この予

算を使って、私は、今コロナ禍で頑張っている、夢を見られない人たちの活力に使ってい

ただきたいと思っているのですけれども、今現在の三沢市の受入れの状況を教えていただ

いて、三沢市としてオリンピック・パラリンピックに向かう方針を教えていただきたいと

思います。 

堤委員長：政策調整課長。 
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大塚政策調整課長：ただいまの三沢市として、オリ・パラ事業をこのコロナ禍の中、どう

いうふうに実施していくかという御質問に対してお答えしたいと思います。 

 まず、先ほど委員がおっしゃった聖火リレーとか、パラリンピックの開会式等の各種イ

ベント等でございますが、こちらは実施する、しないかというのは、オリ・パラの組織委

員会とか県の実行委員会の指示の下、決定されるもので、今のところ実施する予定となっ

ておりますが、このコロナ禍の中、対策のほうをしっかり取った上で、当市といたしまし

ても万全の体制で準備して、運営していきたいと考えております。 

 そのほか、心のバリアフリーとか学校に講師を派遣するトップアスリート派遣事業な

ど、こちらに関しましても、現在のところ、基本的には学校へ派遣して実施する予定と

なっておりますが、今年度もこのコロナ禍の中、感染状況を見極めながら、オンラインで

やった状況がございますので、来年度につきましてもオンラインでの実施というものも考

えながら、学校関係者等と協議して検討していきたいと考えております。 

 最後に、先ほどもおっしゃった事前合宿の件でございますが、こちらの件に関しまし

て、現在のところ、相手方、カナダ側から中止したいという連絡はございませんので、実

施の方向で準備等は進めていきたいと思っております。 

 しかしながら、合宿の時期というのがコロナワクチンの接種時期と重なるものですか

ら、まずは市民のワクチン接種を第一優先として、カナダ側と調整していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：詳細な御説明ありがとうございました。 

 コロナ対策として、市民のためにサービスを提供しなければいけないことと、やはり世

界的なイベントが重なっております。非常に状況が大変だと思いますけれども、先ほど私

が言ったように、市民の皆さんの活力、楽しいこともなければ苦しいことも乗り切れない

と思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 もう１点、ちょっと突っ込んで聞きたいのですけれども、具体的に、オリンピック事業

は何月ぐらいからこういうことが始まるというような具体的な予定、今お知らせいただけ

ることがあればお知らせください。 

堤委員長：政策調整課長。 

大塚政策調整課長：オリ・パラ関係の具体的な事業のスケジュールということでございま

すが、新聞報道等でも示されているとおり、聖火リレーが３月２５日から福島スタートで

始まりまして、７月２３日は聖火リレーの予定がございます。青森県は６月１０日から１

１日までの２日間の日程で開催されます。三沢市は１１日になります。その後、７月には

東京オリンピック、７月２３日から８月８日まで開催されることとなっております。 

 その後、パラリンピックの聖火フェスティバルが１５日、１６日、青森県において開催

されます。それから、８月２４日から９月５日まではパラリンピックという、現在のとこ

ろこのような予定となっています。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻委員。 
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小比類巻委員：ありがとうございました。 

 何とか開催できるように、国の方針もありますけれども、準備のほうをよろしくお願い

したいと思います。第１点目はこれで終わります。 

 第２点目が、先ほど久保田委員からもお話があったのですが、９３ページの空家取り壊

し事業費補助金についてです。先ほどの久保田委員への御答弁では、防犯の観点からとい

うことでしたけれども、今現在の三沢市の空き家状況、特に市内の空き家状況、最新の数

字が分かりましたら教えてください。 

堤委員長：生活安全課長。 

織笠市民生活部参事兼生活安全課長：空家取り壊し事業補助金に関連いたしまして、現

在、市内の空き家状況ということでお答えいたします。 

 今年度、令和２年度に空き家につきまして、実際に住宅地図等の情報を基に、職員が現

地へ赴きまして空き家の状況を調査いたしました。その結果、危険と思われる空き家は４

８軒、やや危険な空き家が２１８軒、問題ないと思われる空き家が８４６軒で、合計１,

１１２軒の空き家を調査しております。 

 以上です。 

堤委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：ありがとうございます。 

 この数値なのですけれども、危険なものは取り壊さなければいけないと思うのですけれ

ども、危険でないところ８４６軒、全て合わせると１,０００軒を超えているところです

けれども、私ちょっと聞いたところによると、空家取り壊し事業が住宅リフォーム事業か

ら切り離されたという一つに、空き家条例、三沢の中で空き家を何とか少なくして、都市

開発のほうにつなげるのだという目的もあるように聞いたのですけれども、そちらの観点

からの空き家事業の目的というのはどういうものだったのでしょうか。 

堤委員長：生活安全課長。 

織笠市民生活部参事兼生活安全課長：空き家事業の目的ですけれども、まず、予算にあり

ます取壊し事業につきましては、周辺に影響を及ぼしているような危険な空き家について

は、それを取り壊すことによって、影響を排除しましょうというものがございますけれど

も、それ以外に空き家を利活用するとか、そういうこともございますので、空き家につき

まして、周辺の方から危険を含めて相談があった場合には、中には所有者が分からないと

いう方もいらっしゃいますので、そういう場合は市のほうで調査いたしまして、適正な管

理を依頼するとともに、利活用につきまして御相談等をしております。 

 以上です。 

堤委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：空き家の問題というのは、去年までリフォーム補助事業の中に入ってい

た。リフォームする、家を新しく建てるためには古い家を壊さなければいけないこともあ

るでしょうという内容だったところを、一歩踏み込んで、空き家を持っている人の状況と

いうのが、どちらかというと今現在は、三沢に住んでいたのだけれども、そこに住んでい

た人が亡くなって、三沢を離れなければいけないという人が結構あるという話も聞いてお

ります。であれば、そういう場所は家を取り壊してもらったり、新しい人に入ってもらっ
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たりして利活用が必要だと思っておりますので、三沢に余り縁がなくなったような人たち

が空き家を積極的に取り壊して、その場所を三沢市が使ってくれればという観点でいきま

すと、この事業の内容、２０万円以上の工事を対象に、その費用の１０％を補助する。

今、家を壊すにしても何にしても、リサイクル費用ですとか様々お金がかかります。その

中で、１０％というのはちょっと費用として少ないのではないか。リフォームとセットで

あればまだいいのかもしれませんけれども、取り壊すことだけが目的であれば、もう

ちょっと補助額ですとか補助の内容を充実させないと、ただ壊すためだけの助成金として

は内容が少ないように感じるのですけれども、そこを充実していくような考えはございま

せんか。 

堤委員長：生活安全課長。 

織笠市民生活部参事兼生活安全課長：ただいまの補助金、補助率が１０％、上限２０万円

では、実際の取壊し費用に対して少ないので、見直す考えはないかという御質問にお答え

したいと思います。 

 まずは、空家取り壊し事業につきましては、周辺の環境を守るための補助ということで

ありますが、あくまでも空き家につきましては、個人の所有ということなので、管理責任

は所有者の方にあるということを前提として考えまして、昨年度までの補助金の実績を勘

案しまして、令和３年度の予算を計上したところですけれども、直近の３年間の取壊し事

業の平均で言いますと、年間７軒で、１軒当たりが平均しますと約１３万円程度の金額、

もちろん大きい建物になればそれだけかさむと思いますけれども、過去３年間の実績はそ

のようになっておりました。 

 今後につきましては、令和３年度の事業実績を見まして、検討したいと思います。 

堤委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：実績としては年間７軒というお話でしたけれども、要は利用者が少ないの

か、利用しづらい状況だったのか、そこのところを判断していただきながら、１,０００

軒以上の空き家がありますので、ぜひ活用していただきたいと思います。 

 以上です。 

堤委員長：この際、午後１時まで休憩します。 

午前１１時５１分 休憩   

──────────────── 

午後 ０時５４分 再開   

堤委員長：休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。 

 下山委員。 

下山委員：何点かお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 はじめに、当市の財政状況についてお聞きします。 

 市の借金であります市債についてでありますが、先ほど財務部長のほうから令和３年度

は焼却施設整備債などの増加などにより、前年度と比較して９７.１％増の２２億９,０９

０万円を計上したとの説明がありました。 

 そこで、予算書の７３ページを見てみますと、確かに焼却施設整備事業債１２億５,８
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８０万円とありますので、これを見まして、いよいよ工事が本格化してくるものかと思っ

ております。 

 また、同じページの一番下に、臨時財政対策費も前年度より増えているようですが、こ

の臨時財政対策費というものは、普通の事業債とどんな違いがあるのか、お聞きします。 

堤委員長：財政課長。 

栗原財政課長：それでは、臨時財政対策債について御説明いたします。 

 この起債は、国が地方交付税を交付する際に、国のほうも財政状況が悪いですので、財

源不足が生じるのですけれども、その財源不足に対して、国と地方で折半するという制度

になります。国が２分の１、一般会計のほうから加算するのですけれども、残りの２分の

１は地方のほうで借金をして財源を賄ってくださいという感じになります。借りた分につ

いては、今年度に交付税の計算の際に、基準財政需要額というのが、自治体で必要な経費

というのがあるのですけれども、そこの経費の中に含めてもらえるので、元利償還金分を

含めてもらって、考え方によっては、交付税の分割払いみたいな感じになるのですけれど

も、借金と言いながらも、実質的には交付税の代替財源みたいな感じで考えています。 

 ３年度の臨時財政対策債につきましては、国の地方財政対策のほうで、前年度比で７

４.５％増ということで示されておりまして、今回の予算ではその比率を盛り込んだもの

となっております。最終的には地方交付税というか普通交付税が決定するのは７月ぐらい

になるので、そのぐらいになると、この臨時財政対策債の額も確定するということになり

ます。 

 以上となります。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：ありがとうございました。詳細にわたって説明いただきました。 

 ただ、金額も増えていますので、財政自体の資金、それはストックしているということ

だと思います。 

 次に、予算書の２６２ページになります。今月はじめの新聞報道等にもありましたけれ

ども、市債残高の令和３年度末見込みが１６１億７,９４２万円で、今年度末の見込みが

１５３億３,０８５万円に膨らむ見込みとなっています。 

 小檜山市長は、今定例会の開会日に議案説明の際に、厳しい財政環境だが、福祉の向上

と市政発展に向けたまちづくりのための予算を編成したとありました。 

 そこで、市債の今後の見込みと考え方についてお聞きしたいと思います。 

堤委員長：財政課長。 

栗原財政課長：それでは、市債の残高についての御説明になります。 

 市債については、今後、焼却施設の事業が膨らむということで、３年度、４年度と大き

く借りることになります。そうすると残高も増えることになるのですけれども、財政的に

は、増やしたくないというのは現状なので、なるべく増やさないように考えております。 

 借入れの考え方なのですけれども、やはり借金になるので、無計画というか、むやみに

借入れするというのは、財政状況を悪化させてしまうことになってしまうので、できるだ

け有利な起債というか、交付税で算入されるような起債の借入れとか、あとは、事業の精

査で、起債を借りるべきものなのかどうかというのも精査しながら、公債費が市の財政に
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過度な負担にならないようなことを考えて、計画的に市債を借入れしたいと考えていま

す。 

 以上です。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：ありがとうございました。 

 これから計画的な、返済方法も考えながらということなので、ここはよろしくお願いし

たいと思います。 

 続きまして、基金についてお聞きしたいと思います。これも新聞報道にありましたが、

令和３年度の基金残高見込みは２７億７,３０１万円で、今年度末見込み３６億８８６万

円から減少するとありました。今年度のコロナ対策、それから雪害による除排雪対策等に

基金を投入した影響が大きいのであろうというふうに理解しております。 

 そこで、基金の今後の見込みと考え方についてお聞きします。 

堤委員長：財政課長。 

栗原財政課長：基金について御説明いたします。 

 基金の今後の見込みにつきましては、今回のような除雪に係るような経費で、突発的な

ところもあるので、正直、現時点では、なかなか見込むことは難しいのですけれども、今

後の考え方としては、災害とか突発的な支出に対応できるように、ある程度の残高を確保

したいと考えております。そうなってくると、歳入の確保だったり、予算執行に係る経費

の削減とか、そういうことを全体的に考えていかなければならないと考えています。 

 以上です。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：大変ありがとうございます。 

 ここで、今、市債の増加、それから基金の減少ということでお聞きしました。これは、

とりもなおさず財政状況の悪化につながっていくものだというふうに思っております。そ

こで、今後の見込み、考え方についてお伺いさせていただきました。慎重な形で運用して

いくという話だと思いますので、それはそれでやっていただきたいと思います。 

 ただし、非常に厳しい財政状況であるということに関しては再認識させていただいたと

ころであります。 

 いずれにしましても、財政状況のよしあしというのは、安心・安全な市民生活と直結す

るものだと思っております。より一層財政の健全化に向けて、さらなる慎重な財政運営を

していただきますようお願いさせていただきます。この問題に関しては、以上です。 

 もう１点でございます。予算書の２０７ページになります。 

 先ほど久保田委員のほうから質問があった件でありますが、ＩＣＴ活用支援業務委託料

ということでございました。先ほど担当課のほうから概要に関してはお聞きしました。今

回お聞きしたいのは、この業務委託料というものに関しては、業者があって、その方との

契約になると思うのですが、実際にこれに携わる業者側の人数は何人というふうに捉えて

いらっしゃるのかお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

堤委員長：教育総務課長。 

種市教育総務課長：ＩＣＴ活用支援業務委託料、実際にこの業務に関わる支援員の人数で
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すけれども、お答えいたします。今回の予算にあります委託料につきましては、学校の教

育活動に使用する教材等の、そういった方の支援ということで、支援員の人数については

１名を予定しております。 

 以上です。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：ありがとうございます。 

 ＩＣＴ活用支援業務というものは、自分の知識だと、今のＧＩＧＡスクール構想の中の

一事業と捉えてよろしいのではないかと思っています。要はＧＩＧＡスクール構想という

のは、ハード、ソフト、支援の部分、これが三位一体となって進んでいって効果が出ます

という指導が文部科学省からされているはずであります。 

 ただ、市内１２校に１名の支援員という数が文部科学省から推奨されている数からする

とかなり少ないと感じますので、そこの部分はどのように対応されていくつもりなのか、

お聞きしたいと思います。 

堤委員長：教育総務課長。 

種市教育総務課長：国のほうでＩＣＴの施策の中で、支援員のことも目標として定めてい

るところは承知しております。４校に１名という目標も掲げられているところでありま

す。当市においては１２校ありますので、国の目標としては３名ぐらいの規模になるかと

思いますけれども、今回は１名ということです。１名配置する支援員につきましては、業

務の中で役割というのも仕様として定めて、携わってもらうことになりまして、まずは、

学校の学習用の教材、これらの情報を提供してもらう、どういう教材がいいのかという情

報を提供してもらったり、さらにまた、現場で授業を行えるように準備してもらうとか、

そのうち使い方等も説明できるような、支援に関しての知識とか経験を持っている方を、

今回、業務の中で配置してもらうような形を取りたいと思います。人数的には１名ですけ

れども、詳しい方ということで対応を考えております。 

 以上です。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：ありがとうございました。 

 ちゃんと対応しているという形で受け取らせていただきました。 

 ただ、殊に教育のことですから、厳しい当市の財政状況を考えますと、現在１名しか予

算は取れないということだと思いますが、これから実際にＧＩＧＡスクール構想が進んで

いく段階で、もしこういうものが必要だという形が出てくれば、それは遅滞なく迅速に対

応する形でお願いしたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

堤委員長：次に、ありませんか。 

 遠藤泰子委員。 

遠藤委員：何点か質問させていただきます。よろしくお願いします。 

 当初予算書の１１５ページになります。今回、手話言語条例の案件について、いろいろ

条例のほうが提案されたのですけれども、それに関すると思いますが、今回、手話奉仕員

養成講座業務委託料が前年度の予算よりも減っているのですけれども、手話言語条例をや
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るに当たって、新しい取組を考えているのか、目的の中には、市の基本的な施策を定め、

推進することにより、聾者と聾者以外の者がお互いに尊重し、支え合いながら共生する社

会を実現するという目的を持って、書いてあるのですけれども、その中に、市の責務とい

うところもあるのですが、どのように考えているのか教えてください。 

堤委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：ただいまの遠藤委員の御質問にお答えいたします。 

 今般の定例会におきましては、三沢市手話言語条例案を令和３年４月１日から施行とい

うことで上程させていただいております。委員から御質問ございましたとおり、条例案の

中では、市の基本的施策を定めて、今後、手話の普及に努めていくこととしております。 

 御質問のございました手話奉仕員養成講座につきましては、平成２７年度から三沢市、

おいらせ町、六戸町との合同で実施しておりますが、内容といたしましては、入門編と基

礎編に分けて隔年で実施しております。 

 入門編につきましては、主に手話を学びたい方、初心者を対象として、簡単な手話を理

解でき、手話で挨拶、自己紹介程度の会話ができる内容ということで、年間通して２０講

座の内容となっております。 

 また、基礎編につきましては、過去に手話養成講座の入門編を受講されて、挨拶や簡単

な日常会話を手話でできる方、また、これまで手話の経験がある方を対象に、さらにス

テップアップを図りたい方を対象に実施するものでございますが、講義と実技を合わせて

２５回の講座となっております。 

 令和２年度は基礎編を実施いたしましたので、合計２５回の開催回数でございました

が、令和３年度は初心者を対象とする入門編ということで、年間２０講座の内容となって

おります。したがいまして、回数の減った分、こちらの事業費も令和２年度よりも少ない

金額となっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：講習会が少ないということで理解しましたけれども、実際に市の責務として、

窓口に筆談とかいろいろ看板を貼っていると思いますけれども、ある程度、市の窓口の対

応とかも多少できていけば理想的な、条例を制定した形になっていくのかと思います。 

 ただ、今みたいに２０回の講座を、夜の部で職員も勉強するとか、日中勉強するという

ことは難しいかと思いますけれども、今、リモートの講習会もありますので、そういうこ

とも考えて進めていただければ、もしかしたら全体的にもっと広がっていく形ができるか

と思いますので、これは要望です。ありがとうございました。 

 続いて、１５１ページの上のほうの市のシルバー人材センター運営費補助金についてな

のですけれども、前年度の形と一緒にシルバー人材センターの運営補助金は出ていますけ

れども、実際にシルバー人材センターの登録者数についてお伺いしたいと思います。 

堤委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室室長補佐：シル

バー人材センターの登録者数、会員数でよろしいでしょうか。会員数は、現在は全体で２

２６人となっております。 
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 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：この会員数は増えているのでしょうか、減っているのでしょうか。 

堤委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室室長補佐：会員数

ですけれども、昨年度よりは１３名減っています。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：シルバーの登録会員数を増やすための施策というか、そういうのは考えてい

らっしゃいますか。 

堤委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室室長補佐：これは

シルバー人材センターのほうで実施していただいておりますが、会員の拡大と就業機会の

拡大ということで、毎月第２、第４水曜日に入会の説明会、そして市の広報やマックテレ

ビ、チラシ等により会員の拡大を図っております。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：人によっては、聞くところによると、場所が離れたことで、こっちに１回行っ

てから派遣される形を取るというところで、以前よりちょっと面倒になったという方だっ

たり、あと、仕事の内容が思ったように継続的にないということも聞いておりますので、

その辺も踏まえた上で、人材が増えて、働く意欲を持った高齢者が増えるような形に考え

ていただければと思います。以上です。ありがとうございます。 

 続いて、１７１ページになります。三沢クイーン事業費補助金についてお伺いします。 

 昨年は、この補助金はなかったのですけれども、クイーンと言われる方が三沢市にいる

ということは誇れるものがあるのかと思いますけれども、今後、このクイーンの方にどの

ようなことをやっていただくような形での補助金になっているのか教えてください。 

堤委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室室長補佐：三沢ク

イーンは、昨年度の６月でちょうど任期が切れたところでございます。また、昨年度はコ

ロナの感染ということでイベントもなくて、実施する場面もございませんで、今年２月か

ら６月の間にクイーンの選考委員会の中で決めて、任期は２年で実施していきたいと考え

てございます。募集の人数なのですけれども、日本人が２人、外国人が１人と今、募集す

る予定でございます。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：これから募集が始まって、クイーンをやってもらうということ。中身的には、

いろいろなイベントに参加していただくということで理解しました。ありがとうございま

す。 

 続いて、一番下のほうにあるのですが、ソフトクリームメーカー賃借料ということであ

るのですけれども、これは、どこで使用するソフトクリームメーカーということなので
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しょうか。 

堤委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室室長補佐：ソフト

クリームはどこで実施するかということでよろしいですか。予定しているのは、現在、道

の駅みさわのレストランで実施しようと予定してございます。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：それは、斗南藩記念観光村に関しては、指定管理なりでやっているかと思うの

ですけれども、そちらのほうに賃借料を払って貸すという、逆にそっちのほうに貸して

やってもらうということなのでしょうか。 

堤委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室室長補佐：この事

業は、７１ページの歳入のところにございます５５番、むつ小川原地域産業振興プロジェ

クト支援助成金を受けて実施する予定としてございます。なぜソフトクリームをそこでや

るのかということにつきましては、現在、道の駅は観光協会とサンアメニティーというグ

ループで、ミサワツーリストというグループをつくって運営をしていただいております。

近年、コロナの影響で人が少なく、また、隣村の六ヶ所に新しく建設された六旬館という

のがありまして、大型バスでの観光客が少なくなったというような状況でございました。

そこで、集客を再び取り戻すためにも、道の駅で実施していきたいと考えております。 

 令和３年度は、その補助金等を活用して実施して、翌年度以降は、ミサワツーリストグ

ループに運用を実施していただきたいと今は考えてございます。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：それがいいものだと思えば、だんだんお客さんが定着して、委託しているとこ

ろにそのままお願いするという形で、今回は初でやっていくことだと思いますけれども、

三沢市で、私もソフトクリームがあったらどこに行っても食べたくなるようなタイプなの

ですけれども、その中で、三沢の特産でつくろうとしている内容なのか、そこら辺は、何

か考えがありますか。 

堤委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室室長補佐：特産品

を活用して何かつくる予定なのかという御質問だと思います。実は、三沢の野菜で生産量

の一番高いゴボウを使ったゴボウソフトを検討中でございます。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。（発言する者あり） 

遠藤委員：ぜひできたら食べに行きたいと思っています。ありがとうございます。 

 続いて、１８５ページになりますけれども、橋梁定期点検業務委託料ということになっ

ていますけれども、この点検は毎年かかる委託料になっているのか、単年度で終わるのか

教えてください。 

堤委員長：土木課長。 
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吉村建設部参事兼土木課長：橋梁点検についてお答えいたします。 

 この橋梁点検は５年に一度実施するものであります。今回行いまして、この後５年後に

また行うという形になります。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ありがとうございます。 

 続いて、１８７ページになります。河川台帳整備業務委託料についてなのですけれど

も、河川台帳整備とはどういうことなのでしょうか。何をするものなのですか。 

堤委員長：土木課長。 

吉村建設部参事兼土木課長：河川台帳整備業務委託料についてお答えいたします。 

 これは、土木で管理する施設全て、こういった形で台帳管理していくことになるのです

けれども、今回、三沢川の工事が一旦終わりまして、その分につきまして、台帳を整備す

るものであります。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：今後はこれはかからないということで理解してよろしいですか。 

堤委員長：土木課長。 

吉村建設部参事兼土木課長：今後見直しが起きた場合は、そのときにまた必要になります

けれども、一応今の整備状況で台帳整備するという形で今回は予定しております。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：理解しました。 

 続いて、２２９ページになります。姉妹都市委員会補助金について、前年度より倍に

なっているかと思いますけれども、理由を教えてください。 

堤委員長：国際交流課長。 

根岸国際交流課長：姉妹都市委員会の補助金についてお答えいたします。 

 来年度は、実は太平洋無着陸横断飛行の９０周年という事業がございまして、その分の

増額となっております。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：具体的に何か、こういうものをやるという計画はお話しできますか。 

堤委員長：国際交流課長。 

根岸国際交流課長：事業の具体的な内容なのですけれども、まずは、今コロナ禍でありま

すので、式典等のイベントはできないだろうということは考えております。まずは、市役

所や空港、あと、駅などにある、ビードルの看板があるのですけれども、それをリニュー

アルすることと、あとは、コミュニティバスをビードル号に見立ててラッピングしたいと

いうことを考えております。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 
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遠藤委員：分かりました。とても楽しみに、期待したいと思います。 

 続いて、最後になります。２３１ページ。概要書にもあったのですけれども、三沢基地

内大学県民就学推進事業費ということについてお伺いしたいと思うのですが、この内容を

まず教えてください。何を目的としているのか。 

堤委員長：国際交流課長。 

根岸国際交流課長：三沢基地内大学について御説明いたします。 

 今現在は、事業自体は、青森県の国際交流協会が県から補助金をもらいまして実施して

いる事業です。県の国際交流協会が業務整理に伴いまして、来年度以降の実施が困難とな

りまして、それで三沢市が県から委託を受けて実施するというものになっております。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：県がやらなくなったので、三沢市に委託ということで、はじめての事業になっ

たということで理解しましたけれども、これを三沢市でやることのメリット、何を目指し

ているのかというところで。 

堤委員長：国際交流課長。 

根岸国際交流課長：この事業のメリットということなのですけれども、私ども国際交流課

は、グローバルな人材であったり、ウェナッチとの交流とか、そういったものをメインに

してやっております。基地内大学に就学生、今年度は１０名ちょっといらっしゃるのです

けれども、そういった基地があるということを全面に生かしながら、こういった事業を進

めていくことによって、三沢市の国際色というものが生かされていくのではないかと考え

ております。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：今現在は１０名ほどということであるのですけれども、市としては、今後この

人数をどのぐらいまで増やしたいとお考えでしょうか。 

堤委員長：国際交流課長。 

根岸国際交流課長：どのぐらいまでというのは、なかなか実は難しい部分があるのですけ

れども、米軍の基地の中にある大学ということなので、基地の状況によって、広報をもっ

としてもいいという状況があったり、そうではなかったりという状況もありますので、ま

ずは、大学があるということを知ってもらいたいと思っております。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：大学があるということを知ってというお話ですけれども、行って、最終的に何

か市にとって、こういうふうになってほしいとか、そういうことの考えがあるかと思いま

すけれども、最後にそこを、どのように考えているのか教えてください。 

堤委員長：国際交流課長。 

根岸国際交流課長：先ほど説明がちょっと足りなかった部分があったと思います。まず

は、三沢市内には、高等教育機関というものがない状態です。基地の中にある、そういっ

た高等教育機関を使うことによって、よりグローバルな人材が生まれてくると思っており
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ます。そういった人材が地元で活躍していただくことによって、よりよいまちづくりに

なっていくということを考えております。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：理解しました。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：私からは２点ほどお聞きしたいと思います。 

 まず１点目は、予算書の１０５ページ、一番最後の個人番号通知書・個人番号カード関

連事務委任交付金２,８５９万１,０００円が計上されています。まずは、その概要につい

てお知らせいただきたいと思います。 

堤委員長：市民課長。 

山田市民課長：個人番号カード関連事務委任交付金の概要についてお答えいたします。 

 この委任交付金は、全国のマイナンバーカード関連事務経費を各市町村の人口割で案分

した金額を地方公共団体システム機構に支払うもので、総務省の１０割補助となっている

ものです。 

 委任内容としましては、マイナンバーカードの作成、コールセンターの開設、広報とし

ては、パンフレット作成や新聞広告掲載、テレビコマーシャルなどが行われております。 

 以上です。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 関連で、現在の三沢市のマイナンバーカードの交付率はどうなっているか。そしてま

た、分かれば国、県の状況をお知らせ願いたいと思います。 

堤委員長：市民課長。 

山田市民課長：交付率についてお答えいたします。 

 交付率は、カードを作成している地方公共団体情報システム機構の集計によります。令

和３年２月末現在で、三沢市は２７.８４％となっており、県内では、横浜町の２８.５６

％に次いで、県内で第２位の交付率となっております。そのほか、全国平均は２６.２４

％、青森県の平均は２１.９３％となっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございます。 

 三沢市は県内で２位の２７.８４％ということで、国、県の平均よりも上回っていると

いうことでありました。 

 昨今、コロナワクチン接種の記録を残すだとか、そんな議論もされているようですけれ

ども、それは抜きにしても、新聞報道等では、国は令和４年度末までにはほぼ全ての国民

に行き渡るようにという目標を達成したいということで、健康保険証だとか運転免許証の

代わりに使うとかということを言っております。そういうことで国のほうで、いろいろテ

レビ等でも啓発活動をやっておりますけれども、三沢市としてはどのように啓発活動を現

在取り組んでいるか、お伺いしたいと思います。 
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堤委員長：市民課長。 

山田市民課長：お答えいたします。 

 申請を促す方法としましては、市民課窓口において、転居・転入の際、住所変更などが

あった届出の際には、簡単に申請できるような住所、氏名の印字された申請書を渡すなど

して申請を促しております。 

 また、申請後、カード受け取りのお話になりますけれども、なかなか平日に来ることが

難しい方もいるという声もありましたので、令和３年２月からは、土曜と日曜の午前中で

ありますが、月に２回ずつ予約制でカード交付を始めているところでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 マイナンバーカードについては、社会保障だとか税だとか、災害対応ということで、こ

ちらの分野で活用されるということで、今後、市民にとってもメリットが大変大きくなっ

ていくと思います。そういう意味で、今後とも啓発活動をよろしくお願いしたいと思いま

す。これについては終わります。 

 次に、最後の１点ですけれども、予算書の１４１ページをお願いしたいと思います。心

の健康づくり推進事業費１７６万６,０００円計上されておりますけれども、令和３年度

に計画している事業についてお知らせ願いたいと思います。 

堤委員長：健康推進課長。 

小笠原市民生活部参事兼健康推進課長：心の健康づくり推進事業についてお答えします。 

 この事業は、自殺対策の一環として、ゲートキーパー養成講習会の開催、小中学生を対

象とした心の健康づくり教室の実施、相談窓口を紹介するチラシ等の配布、そして、毎月

開催される心のケア、相談などを行う事業となっております。 

 以上です。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 いろいろと自殺予防ということでの養成講座ですとか、いろいろと計画されている、ま

た、実施されているということで、分かりました。ありがとうございます。 

 参考までに、関連ということですが、新聞等で、昨年からのコロナ禍で、全国的に自殺

者が増えている状況にあるということでした。去年の夏以降ということで言われていまし

たけれども、三沢市においては、そういう自殺の関係はどうなっているかというところを

お知らせ願えればと思います。 

堤委員長：健康推進課長。 

小笠原市民生活部参事兼健康推進課長：自殺の人数でございますけれども、令和元年度は

５名でしたが、昨年度は８名ということで、３名ほど増となっております。これにつきま

しては、コロナが直接の関係要因かということにつきましては何とも言えないのですが、

実績として３名の増となっておりました。 

 以上です。 

堤委員長：佐々木委員。 
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佐々木委員：ありがとうございました。理由はなかなか分からないと思いますけれども、

数字的には３名増えているということでした。ありがとうございます。 

 三沢市は、２０１９年３月に、いのち支える三沢市自殺対策計画というものを策定し

て、いろいろと取り組まれているということで、誰も自殺に追い込まれることのないまち

を目指していくということで、ホームページ等で確認させていただきました。 

 現在、コロナ禍にあって、先ほどの事業、どういう事業に取り組むかということもある

のですけれども、今後さらに、こういうコロナ禍にあっての取組をどういうふうに進めて

いくのか、参考までにお聞かせ願いたいと思います。 

堤委員長：健康推進課長。 

小笠原市民生活部参事兼健康推進課長：今後どうやっていくのかということであります

が、市内の各窓口での連携体制の強化、構築をはじめ、関係機関との連携や市民向けの研

修会、あるいは相談体制の強化、特に高齢者につきましては、介護福祉課と情報を密にし

て、１人でも自殺者を出さないようにしてまいりたいと思います。 

 また、生活困窮者に対しましては、生活福祉課と共同戦線を下に、情報の連携を図りな

がら自殺者の削減に努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

堤委員長：そのほかありませんか。 

 春日委員。 

春日委員：はじめに、９７ページの災害対策費の中で、防災会議報酬１２万６,０００円

計上してございます。かねてより女性委員の登用を３割まで目指すという声をお届けさせ

ていただきました。現在は、２１名の構成員の中で女性委員は何名でしょうか。 

堤委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：防災会議の委員の女性につきましては、確認させていただきたいと思

いますので、お時間いただければと思います。資料にて確認いたしますので、お時間をい

ただければと思いますが。次に進めていただいてよろしいでしょうか。大変申し訳ござい

ません。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：後ほど答弁いただければよろしいです。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 同じ９７ページ、自主防災組織補助金６０３万５,０００円計上してございます。現在

の三沢市の自主防災組織は何団体ございますでしょうか。 

堤委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えいたします。組織数につきましては、現在５０団体ございま

す。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：承知しました。昨年ですけれども、県の取組ではありましたけれども、八戸市

を会場に、自主防災組織の関係者の皆様が集って、防災に関する研修会、私も参加させて

いただきました。防災管理課の職員の方も休日を押して参加していただきました。その

際、２日間にわたった研修会に参加しての感想でございますけれども、三沢市からも３団
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体だったと思いますけれども、参加してございました。また、会場が八戸市ということで

ありまして、八戸市の自主防災組織の方がやはり多いというのは、そのとおりだろうと

思っておりましたけれども。 

 そこで、質問ですけれども、今回は、県の取組の研修会に参加させていただきましたけ

れども、三沢市においては、自主防災組織の皆様に向けての研修会等々、このようなもの

はこれまで開催された経緯がございますでしょうか。 

堤委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えいたします。 

 これまで県のほうが主体となって研修会等を行っておりましたけれども、市独自でとい

うことであれば、これまではないものと承知しております。 

 以上であります。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 ぜひ、内容は考えていただくとして、研修、組織は立ち上がった中で、さらに充実して

いくということが必要だろう。言うまでもなく、今後、組織して防災に関する知識、場面

の向上などを目指していくには必要かと思いますけれども、ぜひ今後計画していただきた

いと思っておりますけれども、いかがでしょうか。 

堤委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えいたします。 

 現在は、コロナ禍の中におきまして、総合防災訓練等も実施できていない状況でござい

ますので、今後、そういった単体での防災に関する訓練等については、自主防災会、ある

いはないところについては町内会を通じまして、おのおのできる範囲でやっていただくよ

うに、こちらのほうから啓発してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：確認ですけれども、ただいまのお答えですと、委ねるというふうに受け止めま

したけれども、私が求めているのは、たとえ年に１回であろうとも、市の呼びかけで、市

が企画運営しまして、そこに集っていただく、研修していただく。回数は私のほうから申

し上げるものはありませんけれども、これまでなされていなかった。文字どおり、自主防

災、自主的にということを求めていたかもしれませんけれども、学びの場というのはとて

も大事だと思っております。その点について、再度お答えいただきたいと思います。 

堤委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：ただいまの委員の意見も踏まえまして、今後、前向きに検討してまい

りたいと考えております。 

 以上であります。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、１０７ページでございます。衆議院議員総選挙費、このたび秋がというふうに想

定されているところですけれども、選挙費として２,６３２万８,０００円計上されてござ
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います。 

 この選挙に関しての質問でございます。県内におきまして、むつ市、そして昨今、十和

田市長選におきまして、十和田市におきましても高校生に向けた移動式期日前投票、この

場面を設定して取り組んだ旨を承知してございます。１８歳選挙権がスタートしましてか

ら、やはり若者の皆様の声も、１票が非常に大事、政治に反映していくという実感を得て

いただくためにも、投票行動というのは非常に大事だと思っております。 

 それぞれむつ市において、軽自動車を移動して各高校に出向いた。また、十和田市にお

きましては、学校と協議の上、職員が可能な時間に伺って生徒の皆様に投票していただい

たと、このようにお聞きしているところでございます。 

 これらを参考にして、三沢市におきましても、高校生に向けた移動式期日前投票という

のを検討していただくのがよろしいかと考えておりますけれども、今の段階での御見解を

お聞かせいただきたいと思います。 

堤委員長：選挙管理委員会事務局長。 

種市選挙管理委員会事務局長：ただいまの春日委員の移動投票所に対して説明いたしま

す。 

 選挙権に関しては、２０１６年より１８歳に引き下げられたわけでございますが、当選

管としても若年層の投票率向上を図るため、年間数回にわたりまして、市内の高校や小学

校に出向きまして、選挙出前講座と称し、実践さながらの選挙を再現して、啓発に努めて

いるところでございます。 

 移動投票所に関しては、現在、当市としては行ってございませんが、今後、投票地区ご

との投票率データを収集しながら、やる、やらないを含めて、前向きに検討してまいりた

いと思っております。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。ぜひ御検討をお願いいたします。 

 次に、１１７ページでございます。老人福祉費の中の４番、敬老会費の中で食糧費がご

ざいます。７５９万５,０００円でございます。これまでは、皆様から好評を博して、敬

老の日のお祝いの行事がございましたので、お弁当の配付を長年続けてまいりまして、今

年度はコロナ禍ということで、敬老の日のお祝い行事は中止とし、福祉センターの中で食

事券を配付された。１,０００円ということでございました。その中で、これまでもお弁

当に関する感想というのはそれぞれであったと思います。それは、市内中心地の居住者、

また、私が住んでいる北部地域、やはり移動手段に大変苦慮している場面がございまし

た。 

 そこで、今回、食事券という形で１,０００円の配付、お祝いとして提供してください

ましたけれども、こちらを利用する場所でございますけれども、もう少し広げていただき

たいというのが、私の住んでいる地域の方々の声、感想でございました。にわかに変える

ということはどうか分かりませんけれども、まだ月日がございますので、これらのお声を

反映すべく検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

堤委員長：介護福祉課長。 
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田中介護福祉課長兼地域包括支援センター長：ただいまの敬老会のお弁当の代替として今

年度やりました飲食券についてお答え申し上げます。 

 今年度の敬老飲食券につきましては、経済対策として行ったプレミアム飲食券と同等の

店で使えるよう商工会と協議して、敬老飲食券がプレミアム商品券に乗っかるという形で

実施させていただいたものです。来年度につきましては、プレミアム飲食券そのものがま

だ未定ですので、同等にできるかどうかも分からず、対象の店舗を広げる、広げないに関

しては、今現在ではお答えできません。 

 当初予算に関しましては、通常どおりお弁当で実施できることを想定して、お弁当の予

算として計上いたしております。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 もちろん状況に応じてということは承知の上でございますけれども、仮に同様の取組を

した場合は、これらを考慮してほしいという声でございました。 

 そこで、今年度、さっき食事券と申しましたけれども、敬老飲食券という名称ですね。

福祉センターに皆さんに受け取りに来ていただいたと承知してございますけれども、やは

りこれも、来られる人、なかなか難しい人がいらっしゃるわけですけれども、１００％全

ての方の希望に沿えるということは難しいかもしれませんけれども、やはり高齢者の皆様

でございますので、御自宅に送付するということも考えて、今後取り組んだ場合ですけれ

ども。 

 参考にお聞きしたいのですけれども、受け取ってくださった方、受け取りにおいでにな

られた方はどの程度でございましたでしょうか。 

堤委員長：介護福祉課長。 

田中介護福祉課長兼地域包括支援センター長：今年度の敬老飲食券につきましては、対象

人数が７,１１１人に対しまして、引き換えにいらっしゃられた方が６,１３７人、割合に

して８６.３％の方が引き換えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。今の時点でお願いが…、という方がないことは承知

いたしましたけれども、参考にしていただきたいという思いでございました。 

 次は、１３１ページでございます。扶助費でございます。生活保護扶助費、言うまでも

なくコロナ禍において、生活困窮、失業した、雇い止めに遭った、様々な背景の中で、生

活保護をやむなく一時的に生活保護に頼るしかないという状況の人も、全国的にはあった

と承知しているところでありますけれども、三沢市においては、状況的にはいかがでした

でしょうか。 

堤委員長：福祉部参事兼福祉部長心得。 

篠田福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長：御質問は、コロナになった状況で生活保

護の世帯数が増えたかどうかという御質問でよろしいでしょうか。 

 昨年度、令和２年４月現在で４９５世帯でございました。今年の２月現在で４９４世
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帯、ほぼ横並びでございます。 

 コロナの状況がございまして、全国的に生活保護世帯数が増えているという記事を読み

ますけれども、当市に至っては、コロナでの生活保護は１件も増えておりません。相談に

関しても、私の記憶では１件か２件ぐらいしか、コロナに対しての生活保護の相談はござ

いませんでした。その１件か２件の相談につきましては、生活困窮者の自立相談窓口のほ

うで対応できるものでございましたので、そちらのほうにお回しして処理しております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。承知いたしました。 

 そこで、ケースワーカー、生活保護の受給者の方々に日々寄り添っていただいておりま

すけれども、こういう生活保護受給者が増えることによって、ケースワーカーがお１人で

抱える人数も非常に増加しているという状況でありました。三沢市においては、横ばいと

いうことも理解させていただきましたけれども、現状では、生活福祉課のケースワー

カー、御担当している方々は、およそ何名ほどいらっしゃるのでしょうか。 

堤委員長：福祉部参事兼福祉部長心得。 

篠田福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長：現在、ケースワーカーは６人でございま

す。１人当たり８０ケースを担当してございまして、国でも１人当たり８０ケースまでは

何とか処理できるという数字でございますので、現在のところは何とか頑張っていける数

字だと思っております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。ほぼ国のということでしたけれども、コロナ禍にお

いて、これまで訪問、対面等の活動なされていると思います。様々な制約があるかと思い

ますけれども、それは、受給者の方、様々な年代層があるかと思います。訪問することに

よって、見守り   、そういうことも効果があったかと思いますけれども、昨年からコ

ロナにおいてのケースワーカーの取組でお困りのことはありますでしょうか。 

堤委員長：福祉部参事兼福祉部長心得。 

篠田福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長：コロナにおいて、ケースワーカーが困っ

たことはないかということでございますが、先ほども申し上げましたとおり、コロナに対

する相談がございませんので、現在のところ困ったという話は聞いてございません。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。 

 次は、１３９ページです。２番の母子保健相談事業費８万５,０００円の予算措置でご

ざいますけれども、こちらは、虐待に関する相談事業でございましたでしょうか、確認を

させていただきます。 

堤委員長：健康推進課長。 

小笠原市民生活部参事兼健康推進課長：母子保健相談事業につきましては、虐待とかとい

う相談ではなく、普通に生活していて、お子さんの扱いとか、そういうものの相談の対応



- 41 - 

の事業となっております。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：分かりました。その事業の中では、そういう対応ではないというふうに。 

 ちょっと探すことができなかったものですから、お聞きしたいのですけれども、全国の

中でも、コロナ禍でテレワーク等、外出自粛等々で自宅に閉じこもっている時間が長く

なったことから虐待件数が増えているという報道でございます。三沢市はどうなのかとい

う思いに至ったところですけれども、お分かりになれば、この場でお聞かせいただきたい

と思います。 

堤委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：虐待の状況というか、件数ということでございますが、今年度、コ

ロナの影響を受けまして、虐待の件数が増えたかどうかということについては、特に増え

ているわけではございません。相談ということで、いろいろな御相談はいただいておりま

すが、虐待についてということでは増えておりません。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 コロナ禍ということで申し上げたので、そういうお答えかなと思っております。それで

は、コロナ禍という特別冠をつけなくても、これまで三沢市在住の方で、お子さんの虐待

と思われるような、今はいち早くという全国共通ダイヤルの１８９番もございます。それ

らから、各児童相談所へ連絡が行くというような流れになってございますけれども、コロ

ナ禍に関することではないけれども、ここ一、二年は、虐待の情報というのは寄せられて

いますか。 

堤委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：今お話のありました、いち早くという、児童相談所のほうにつなが

る電話です。そういったことで連絡等は行っているかと思いますが、具体的に虐待だとい

うことでの通報というのは、直接的には余り来ておりません。 

 子育てに関する御相談というのは、コロナの影響で自宅にどうしても引きこもり傾向が

ありますので、そういったときには電話等で御相談いただいたり、または、そらいえのほ

うに遊びに来た際に、保健師なり助産師が頻繁に遊び場のほうに行って様子を見て、

ちょっと不安だなという方にはお話をさせいていただいて、できるだけ、心配事があれば

お話を聞いて、必要な支援につなげるという形を取っております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。これからも私たちも地域の一人としてアンテナを

張って、迷うことなく１８９に通報するということをお互いに心がけていきたいと思いま

す。 

 次に、４番の乳児委託健康診査費でございます。新生児聴覚検査費助成金１２０万円計

上されてございます。予算書はそうでございますけれども、概要書を拝見いたしますと、

８ページには２４７万６,０００円と計上されてございます。これまで聴覚検査、出産し
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た後、聴覚検査はお幾らであったのか。そして、今後、自己負担なしと私自身は思ってお

りますけれども、これまではどの程度の金額を負担していたのか。予算計上の背景には、

何名見込んでの予算措置であるのか、参考にお聞かせください。 

堤委員長：健康推進課長。 

小笠原市民生活部参事兼健康推進課長：今の御質問にお答えします。 

 聴覚検査でございますが、これは自由診療になりますので、各病院によって、２,００

０円から９,０００円ぐらいの範囲で検査費用が取られるということになっていました。 

 あと、聴覚検査の予算の関係なのですけれども、助成金１２０万円でございます。これ

は、１回６,０００円の単価で２００人分と、それと一般検査、精密検査委託料というの

は４２７万２,０００円ございます。この中に２００人掛ける６,０００円分の１２０万円

が入っております。 

 予算概要のほうにあります金額につきましては、検査を受けまして、精密検査が必要だ

という方を５名分の５万円と事務費を見て２４７万６，０００円になっております。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。ただいまの課長の御説明ですと、自由診療、２,０

００円から９,０００円、幅があります。６,０００円掛ける２００人見込んだという試算

ではございますけれども、６,０００円を超えた９,０００円だとしたら、単純に３，００

０円。ここは自己負担をお願いしますということになりますでしょうか。 

 加えて、精密検査５名見込んでいます。もし５名以上、精密検査を要する方がいたら、

そこは手立てをしていただけるものでしょうか。 

堤委員長：健康推進課長。 

小笠原市民生活部参事兼健康推進課長：お答えします。 

 ６,０００円を超えた方も、かかった額の全額を私どものほうで支払う予定となってい

ます。予算額２４０万円、補助金と委託料のほうで２４０万円取っていますので、この内

であれば、全額支払うと。 

 それから、先ほど精密検査の部分に関しましても、人数を超えた場合には、予算内でで

きれば全額補助していきたいと思います。また、足りなければ補正などを組んで対応して

いきたいと考えております。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 今定例会で予算が可決した場合、担当課としても準備に取りかかっていただけるものと

承知いたしておりますけれども、新生児の聴覚検査の導入時期はいつ頃と想定しているの

でしょうか。 

堤委員長：健康推進課長。 

小笠原市民生活部参事兼健康推進課長：お答えいたします。 

 今、予算が可決されれば、４月から皆さんに案内を出したり、あと、母子手帳を受け取

りに来られたときに、この内容について御説明申し上げて、本人のほうにお伝え申し上げ
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たいと思っています。それで対応していく予定でございます。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、２０３ページ、消防費でございます。今般、非常備消防費、それぞれ階級に応じ

て団員報酬がアップされました。今年度、各消防団員の皆様の個人の口座へ団員報酬を振

り込んでいただく、この手続、早速消防本部でも取り組んでいただいたものと承知してご

ざいます。ほとんどがその体制に取り組んでくださったものと思っておりますけれども、

一部消防団員の中から、少し複雑な声も聞かれているようです。これまでの在り方を今こ

こで見直すときが来たのかと私自身は思っております。それは、コロナ禍以前と現在のコ

ロナ禍、まだまだ、ワクチン接種が始まるといえども、専門家の発言によりますと、この

３年ぐらいはまだまだコロナの状況が続くだろうと、３密の回避を心がけていかなければ

ならないと、こういうような報道を聞くにつけて、これまでの在り方というものを変えて

いかなければならないだろうという思いをいたしているところであります。 

 先般、一般質問において、消防団員の減少、それは主に高齢化ということもありますで

しょうけれども、そればかりではないという思いもいたしたところです。現場の声をお聞

きするにつけ、若い皆様もこのまま消防団でいることにいささか疑問を感じる。そういう

ような声があるのも事実でございます。 

 そこで、可能であれば、消防団員の皆様の、対面ではございませんけれども、無記名で

アンケート調査、消防団であって、どのような思いを抱いているか、また、要望、意見等

を吸い上げる必要があるのではないかと思っております。長年消防団員として尽力されて

いる方たちに心から敬意を表するものでありますけれども、加えて、新たな若い世代にど

んどん加入をしていただく、これから将来を担っていただく方々の声もつぶさにお聞きす

る機会が必要ではないかという思いをいたしているところでございますけれども、それに

ついての御見解をお聞かせいただきたいと思います。 

堤委員長：消防本部警防課長。 

浅野消防本部警防課長：ただいまの質問にお答えします。 

 来年度から、今までは分団長会議と幹部の方の会議ばかりだったので、来年度からは、

アンケート調査等を行って、団員の方の声を吸い上げて、これからの消防団活動に生かし

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 昨日も、条例等審査特別委員会において、消防団員お一人お一人の仕事にわたって確認

することも必要ではないかという趣旨の質問させていただきましたけれども、ぜひ、アン

ケートを実施された場合、これらのものも盛り込んだ、充実した内容にしていただきたい

と希望しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、２２９ページでございます。ウエナッチバレーカレッジ英語研修派遣事業費８１

３万７,０００円計上されています。数年来この事業に取り組んでこられたと承知してご
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ざいますけれども、これまで何名派遣されたか。そしてまた、実際にウエナッチバレーカ

レッジに留学された方の声はどういうものでありましたでしょうか。 

堤委員長：国際交流課長。 

根岸国際交流課長：ウエナッチバレーカレッジについてお答えいたします。 

 これまで研修事業ですけれども、４回行われておりまして、全部で６５名の高校生が派

遣に参加されています。留学された方の声ということだったのですけれども、私、お会い

したことがなかったもので、今現在の状況というのは分からないのですけれども、実際に

その後カレッジに通われた方もいらっしゃいましたし、その後、三沢の米軍基地等で働か

れた方もいらっしゃったということは承知しております。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 ぜひ何かの機会を見つけて、せっかくの事業で、先輩方がこういうふうな経験をして、

今、グローバルな人材として活躍されているという、可能な限りでよろしいですけれど

も、御紹介するということが、また次に続く後輩の皆様に触発されるものかと思っており

ましたので、今後、御検討いただければ有り難いなと思ってございます。よろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員、前段の質問の中に、防災管理課のお答えがまだなされておりませ

ん。準備ができたようですので、答弁するということです。 

 防災管理課長。 

種市防災管理課長：春日委員の御質問にお答えいたします。 

 防災会議の委員の中で女性は何名かということにつきまして、委員２１名のうち女性は

３名となっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：３名と承知いたしました。これまでも折に触れて女性委員の登用増、どうして

もこだわっているのは男女共同参画、３割を目指す、どこまでも、そういう思いを強く抱

いております。再度申し上げますけれども、なぜ女性の登用が必要かということは、１０

年前の東日本大震災の折の避難所の在り方、女性の皆様が非常に苦慮した、被害に遭っ

た、苦しい状況にあったことから、女性ならではの声、経験が必要であるということであ

りました。 

 ３名、当初よりは増えたかと思っておりますけれども、確認でございます。 

堤委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えいたします。 

 当初より増えたかという御質問ですが、当初から３名というふうに承知しております。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：残念でした。そうしますと、まだまだですね。前回、私このような場で、ぜひ
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にと要望させていただきましたのは、なかなか地域でいらっしゃらないという、担当課と

しても苦慮なされている場面があるか、つぶさに承知しない中での発言で申し訳ありませ

んけれども、公募といってもなかなか厳しいのかと思いますけれども、前回も発言させて

いただきましたけれども、これまで私もおかげさまで避難所運営支援員、こういう県の取

組の中でお声をかけていただきまして、お休みしながらも支援員の養成講座に参加させて

いただきまして、支援員のカードを頂戴いたしました。私自身もこれらの知識を深めた。

そして意識が高い。私はその場で数日間共にいたしまして、非常にすばらしい女性の皆様

がいらっしゃるということを感じ取ったものでした。 

 前回、課長ではなかったかもしれませんけれども、支援員の皆様に、この人数がいらっ

しゃいますので、直接呼びかけていただけないかという趣旨の要望を出させていただきま

したけれども、これについてはいかがでしたでしょうか。 

堤委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えいたします。 

 前回、県の事業で女性参画による防災力向上研修会というものを開催し、市内の女性の

方に参加していただいたところであります。この研修会は、とても我々男性では分からな

い部分での御指摘等もございまして、その結果、女性の意見を取り入れた避難所運営マ

ニュアルというものも完成したところでございます。こういった経験を踏まえまして、今

度は市でも独自の女性感覚による研修会等を実施してまいりたいと考えておりますし、訓

練についても、総合防災訓練等で取り入れていくように検討してまいりたいと考えており

ます。 

 以上となります。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後に、御紹介いたしますけれども、避難所運営支援員のリーダーの方は、せっかく私

たちが学んだ知識、経験を市に何としても貢献していきたいのだという声が直接ありまし

た。それをぜひ一緒に形にしていきたいものだと思いながら、一日一日が過ぎてまいりま

したけれども、これらの声をしっかり反映して、充実に努めていただきたい。その中心と

なってリードしていただきたいと願っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

堤委員長：次に、質疑ございませんか。 

 加澤委員。 

加澤委員：少しだけ質問させていただきます。 

 歳入の件で質問いたします。歳入ですから、総括で９ページになります。９ページの中

には、市税、大変厳しい状況であります。先ほど下山委員が市債も増え、基金は減ると、

その中で、市税収入も減ると、トリプルで余りいい話ではないという形で見るのですけれ

ども、今回、前例のない高額な予算規模になりましたけれども、投資的な経費がかなりあ

るので、それはそれで仕方ないのかと思いながら今回見ていました。 

 ただ、一つ聞きたいのは、市税の落ち込みなのですけれども、概要書の基本的な考え方

の中に、新型コロナウイルス感染症により市財政に与える影響は大きく、財源のおおむね
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をなす市税の大幅な落ち込みが懸念されるということが書かれておりますが、今年度の予

算を積算する上で、コロナはどのぐらい影響して、どの部分に減額の積算基準になったの

か、それを教えていただきたい。 

堤委員長：税務課長。 

伊澤税務課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 市税の減収、前年度より大幅な減収の理由となる、金額で占める割合の一番大きいとこ

ろが固定資産税になるかと思います。固定資産税につきましては、国の税制改正の中で、

中小企業者が前年の売上げの経費の５０％を下回る企業については、固定資産税、令和３

年度限定の制度になりますけれども、そちらの制度、事業に用いる家屋、償却資産に関し

て、最大１００％減額という制度が令和３年度１年間の限定の措置となります。それを積

算したときに、最大２億５,０００万円の減額を見込んで積算しております。 

 次に、減額の割合で見ますと、三沢市の場合は、給与所得者、国家公務員もしくは地方

公務員の給与が令和２年度は据置きとなりましたことから、その分の伸び率が少ないとい

うことになりますので、その分の減額ということになりまして、今回の予算計上の減額の

理由ということになります。 

 以上でございます。 

堤委員長：加澤委員。 

加澤委員：大変厳しい、コロナの影響ということで、国にもいろいろな施策があって対応

しているようですけれども、コロナも１年以上続いております。現在この時点で、固定資

産税の部分の延長とか減額とか、国の施策に対して手を挙げて申請されているところはあ

るのでしょうか。 

堤委員長：税務課長。 

伊澤税務課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 先ほど申しました固定資産税の軽減措置であります。これに関しましては、申請という

ことになりますが、３月２日現在で１０３件の申請がございました。 

 以上でございます。 

堤委員長：加澤委員。 

加澤委員：恐らく３月２日時点で１０３件、かなりの数だと思います。これから今年もま

だコロナワクチンとかいろいろな問題で、解決のめどがまだ立っていない状況なので、こ

れ以上に増えるのかなという気がしますし、今以上に、予想以上に厳しい財源になるのか

なという気がいたしますので、その部分に関しては、各担当部署で適切に対応していただ

ければと思います。歳入の件は、これで終わります。 

 ２点ほど確認したい部分があって、７９ページ、ストレスチェック業務委託料、ハラス

メント相談窓口業務委託料とあるのですが、最近十和田でもいろいろと問題になって、新

聞ざたにもなっておりますけれども、ストレスとかハラスメントの委託内容と、今現在ど

のようになっているのか、去年からやっていれば、去年はこのぐらいあったとか、実績報

告ができればお願いいたします。 

堤委員長：総務課長。 

蹴揚総務部参事兼総務課長：ストレスチェック制度についての御質問にお答えいたしま
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す。 

 ストレスチェックとは、心理的な負担の程度を把握するための検査となっております。

委託内容といたしましては、ストレスチェックの実施、あとは、受診勧奨、集団分析、研

修会の開催、あとは面接指導を行っております。 

 ストレスチェックを行った結果ですけれども……。（発言する者あり）ストレスチェッ

クのほうしか確認できませんでしたので、申し訳ないのですが、もう一度質問の概要をお

願いいたします。 

堤委員長：御苦労だけれども、もう一度頼む。すまん。 

 加澤委員。 

加澤委員：それでは、もう一度聞きます。 

 ストレスチェック業務委託料、ハラスメント相談窓口業務委託料の二つが計上されてお

りますけれども、それぞれどのような内容か、実績があればその実績報告をお願いいたし

ます。 

堤委員長：総務課長。 

蹴揚総務部参事兼総務課長：お答えいたします。 

 ストレスチェック業務委託料につきましては、先ほど申し上げましたとおり、ストレス

チェックというものは、心理的な負担の程度を把握するための検査となっております。こ

のストレスチェックの目的といたしましては、メンタルヘルス不調の未然防止、あとは、

本人へのストレスの気づきを促す。あとは、ストレスの原因となる職場環境の改善となっ

ております。 

 委託内容といたしましては、ストレスチェックの実施、判定及び本人への通知、高スト

レスの場合の受診勧奨、集団分析、研修会の開催、あとは面接指導、高ストレス者に対し

ての医師による面接指導となっております。 

 ストレスチェック業務委託料につきましては、以上となります。 

 もう一つのハラスメント相談窓口業務委託料ですが、こちらの委託の目的につきまして

は、ハラスメントの通報窓口である総務課へ通報する前に、職員に対して、相談しにくい

という方のために、臨床心理士等のカウンセリング専門職等を外部相談窓口として設置

し、電話相談やメールによる相談をすることで精神的なサポートが受けられる体制を整備

するというものとなっております。 

 令和２年度のストレスチェックの受検結果の数値でございますが、受検者が全体で１,

０１５名、高ストレス者が１０７名となっております。そのうち面接の指導を申し込んだ

方は３名となっております。 

 もう一つのハラスメントのほうですけれども……。ハラスメントにつきましては、資料

のほうを確認しますので少し時間をいただきたいと思います。 

堤委員長：加澤委員。 

加澤委員：ハラスメントの結果内容は後回しにして、ストレスチェックの部分で、受けた

方が１,０１５名、高ストレスが１０７名。高ストレスですから、中、低もあるのかなと

いう気がしますけれども、そうなるともっとかなりの割合になるのかなという気がしま

す。そこまで詳細を聞いてどうだこうだは言いませんけれども、職員の方の内面ですか
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ら、うちら議員も分かりませんし、先ほど質問したハラスメントの部分も、自分たちはそ

うでなくても、感じる方は感じます。非常に難しい問題で、非常に敏感な部分なのかとい

う気がします。 

 高ストレスを基準にしても、職員の中には約１割の方がストレスを持っていらっしゃる

ということなので、そこの部分は、いろいろ個別に相談に乗ったりとかやられているよう

ですし、私も過去には、ここで言ってはいけないのかもしれませんけれども、かわいそう

に、命を絶った方も、役所の、原因であるとは言いませんけれども、そういう方もおりま

したので、繊細な部分なので、高、中レベル関係なく早目に対応されるほうがいいかと思

います。 

 ハラスメントのほうは後回しにして、次に移ります。 

 ２８０ページ、投資的経費の一覧のほうで見たほうが見やすいので、２８０ページに、

公営住宅等ストック総合改善事業とあります。その中にエレベーター改修工事約１億円。

改修工事だけではなく各明細もあるのですが、これを具体的に説明してください。 

堤委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：お答えいたします。 

 ストック総合改善事業費の工事費１億７９万２,０００円につきまして御説明いたしま

す。 

 一つは、エレベーターの改修工事でございまして、こちらは桜町団地のエレベーターの

改修工事で、設置から１５年経過しておりまして、耐震構造の強化のため改修を行うもの

でございます。 

 また、そのほかに第１松園団地、第２松園団地、第３松園団地の個々の給水設備の改修

工事を含めまして、総額で１億７９万２,０００円となってございます。プラス、堀口団

地の設計業務委託料も入っておりまして、堀口団地につきましては、こちらも水道設備と

ガスの供給設備の改修の業務委託となってございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：加澤委員。 

加澤委員：私も認識不足だったのかどうかあれなのですけれども、松園団地、堀口団地に

関しては、給水設備とかその辺の改修工事の設計業務委託料と確認いたします。 

 桜町団地のエレベーターは改修工事、１０何年たったというのですけれども、桜町の市

営住宅はエレベーターついていますか。 

堤委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：桜町団地に関しましては、県営住宅と市営住宅とで桜町団地になって

おりまして、中心部にエレベーターが１基設置してございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：加澤委員。 

加澤委員：あそこはたしか県営と半々なのですけれども、エレベーターの部分に関して

は、市が負担しているということでよろしいでしょうか。 

堤委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：大変失礼いたしました。県営住宅と市営住宅と一緒に１基設置してご
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ざいます。こちら関しましては、改修等をしたときには、半分半分の工事費となっており

ます。今回は、歳出には５１４万８,０００円という形で載っておりまして、そちらの補

助分を抜いた半分を県から負担金をいただくという形で、歳入のほうに組んでおります。 

 以上でございます。 

堤委員長：加澤委員。 

加澤委員：了解いたしました。ほかの団地にもいっぱいエレベーターがついているのか

な、自分が見落としたのかと思いながら聴いてみました。 

 それで、エレベーターの件が出たのですけれども、市もさつきヶ丘とか高層の団地があ

りますけれども、それにもエレベーターはついてないのでしょうか。非常に利用者の方か

ら、子供が、母子家庭でもそうですけれども、入っている方が４階まで上がるのは大変だ

という声も非常に多く聞かれるのですけれども、そこの部分に対して、今後改善されてい

く予定はありませんでしょうか。逆に、計画してみたいという考えはないでしょうか。 

堤委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：確かに市内の市営住宅に関しましては、４階建て等の建物がございま

して、市営住宅を申し込む方が高齢化という形で、ほとんどの方が１階や２階を要望して

いるところでございます。 

 今現在、高層のコンクリート造で３階、４階の建物といたしましては、松園団地、堀口

団地、さつきヶ丘という形で３団地ございます。建物としては、昭和５２年建築とか平成

元年とか、建築年数がちょっと前ですので、これに関してエレベーターを設置するという

のは、今のところまだ計画はしてございません。今後、構造的なものも考慮しながら検討

していきたいと思っております。 

 ただし、設計次第でどうなるか分かりませんので、今後検討していきたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

堤委員長：加澤委員。 

加澤委員：確かに大変古い建物になっております。古いから今の生活に合わないつくりか

なという気もしております。今、エレベーターなんかも基本的に、既存の建物に外部取付

けで、本体を壊さなくても取付けできるエレベーターもありますので、そういう部分で

は、非常に工事も安価で短時間でできる取付けのエレベーターもありますので、そういう

部分も役所のほうでも考えてやっていただければと思うし、これも設備投資の部分で大変

負担になると思いますけれども、市民の方が使いやすい公共施設、市営住宅もその一つで

すから、考えていただきたいと思います。これは要望で終わります。 

堤委員長：ほかにありませんか。（発言する者あり） 

 総務課長。 

蹴揚総務部参事兼総務課長：ハラスメント相談件数についてお答えいたします。 

 平成３０年度は３件、令和元年度は５件、令和２年度は、今のところ２件となっており

ます。 

 以上でございます。 

堤委員長：加澤委員。 

加澤委員：これも多かれ少なかれ、この人数が少しの人数と思うかは別にして、やはりこ
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れも毎年必ずハラスメントを感じている方がいると。ちなみに、支障がなければ、どのよ

うなことが本人にとっては感じているのか、問題なければ教えていただければと思いま

す。 

堤委員長：総務課長。 

蹴揚総務部参事兼総務課長：大変申し訳ないのですけれども、その内容につきましては公

表しないことになっておりますので、御了承いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

堤委員長：加澤委員。 

加澤委員：思ったとおりのお答えが来たので安心いたしました。 

 私も含めてなのですけれども、非常に私も口が上手なほうではないので、がんがんと

しゃべってしまうような気がしますので、私自身も気をつけながら対応して、議員生活の

の中でも配慮していきたいと思いますけれども、もし何かあったら厳重に注意してくださ

い。 

 以上です。 

堤委員長：ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：私は、令和３年度三沢市一般会計予算に対し反対いたします。 

 はっきり言いまして、今回の予算編成の中身、コロナの影響が大変な中で、危機感を感

じない内容になっているように感じています。そういう部分で、中身をもっと精査しなけ

ればならない施策も見られるということから、私はこの予算に対して反対をいたします。 

堤委員長：ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 この採決は挙手により行います。 

 議案第１号は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者挙手） 

堤委員長：挙手多数であります。 

 よって、議案第１号令和３年度三沢市一般会計予算は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 この際、午後３時まで休憩いたします。 

午後 ２時４６分 休憩   

──────────────── 

午後 ２時５８分 再開   

堤委員長：休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 次に、議案第２号令和３年度三沢市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 市民生活部長。 

工藤市民生活部長：議案第２号令和３年度三沢市国民健康保険特別会計予算（案）の概要

につきまして御説明申し上げます。 

 当初予算の編成に当たりましては、青森県から示された国保事業納付金額などを参考に

編成したところであります。 

 国保加入世帯の所得の減少など厳しい状況の中、歳入につきましては、保険税の適正な

賦課に努めるとともに、歳出につきましては、歳出の大半を占める保険給付費の精査を図

るなど、所要の予算措置をしたところであります。 

 この結果、令和３年度三沢市国民健康保険特別会計予算（案）の総額は、歳入歳出とも

に３９億２,３９２万２,０００円となり、前年度当初予算額との比較では１,３６２万９,

０００円の増となったところであります。 

 以下、予算書の２９１ページの歳入歳出予算事項別明細書に基づき、歳入から御説明申

し上げます。 

 １款国民健康保険税は、前年度と比較して１,６４３万７,０００円減の８億１,５０３

万３,０００円としたものであります。 

 次に、２款使用料及び手数料は、保険税の督促手数料として、前年度同額の８４万円と

したものであります。 

 次に、３款国庫支出金は、国保システム改修などに係る国庫補助金の減により、科目設

定として１,０００円としたものであります。 

 次に、４款県支出金は、保険給付費相当分として交付される交付金などで、前年度と比

較して１,９７０万８,０００円減の２６億８,９５０万５,０００円としたものでありま

す。 

 次に、５款財産収入は、科目設定として１,０００円としたものであります。 

 次に、６款繰入金は、低所得者の増に伴う保険基盤安定繰入金などの増及び支払基金か

らの繰り入れにより、前年度と比較して５,１６５万８,０００円増の４億７２０万７,０

００円としたものであります。 

 次に、７款繰越金は、科目設定として１,０００円としたものであります。 

 次に、８款諸収入は、保険税の滞納に対する延滞金などで、前年度と比較して３０万円

減の１,１３３万４,０００円といたしました。 

 以上が歳入の主なるものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明申し上げます。 

 ２９２ページを御参照願います。 

 １款総務費は、人件費及び事務費などで、前年度に比較して６４２万８,０００円減の

７,７０９万４,０００円といたしました。 

 次に、２款保険給付費は、退職被保険者制度の経過措置の終了などにより、前年度に比

較して１,０２９万８,０００円減の２６億１,３３２万３,０００円といたしました。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金は、県への納付金で、前年度に比較して２,４４
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９万１,０００円増の１１億７,３９９万３,０００円といたしました。 

 次に、４款共同事業拠出金並びに５款財政安定化基金拠出金は、科目設定のため、それ

ぞれ１,０００円といたしました。 

 次に、６款保健事業費は、特定健康診査事業及び保健事業に係る事業費で、前年度と比

較して５８６万５,０００円増の３,３８４万６,０００円といたしました。 

 ７款基金積立金は、科目設定として１,０００円といたしました。 

 次に、８款公債費は、一時借入金に対する利息などで、前年度と比較して１,０００円

減の１万円といたしました。 

 次に、９款諸支出金は、還付金等で、前年度と同額の５６５万３,０００円といたしま

した。 

 次に、１０款予備費は、前年度と同額の２,０００万円としたものであります。 

 以上が、令和３年度三沢市国民健康保険特別会計予算（案）の概要であります。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていただきたいと思います。 

 予算書の３４７ページ、インフルエンザ予防接種助成金について、概要をお願いしま

す。 

堤委員長：国保年金課長。 

寺澤国保年金課長：インフルエンザ予防接種助成金につきまして御説明申し上げます。 

 この助成金につきましては、特定健診の受診率向上につなげるためのものでございま

す。特定健診の受診に対する動機づけとして、受診者に対しインフルエンザ予防接種費用

の一部を助成するものでございます。対象者は、前年から継続して国保の被保険者で、１

歳から６４歳までの方、そして、前年または当該年度の特定健診を受診した方、また、そ

の世帯に属する被保険者、そして国保税の滞納がないことという要件を付し、対象者とし

ております。 

 また、助成額につきましては、１回２,０００円の補助といたしまして、接種方法とい

たしましては、額面２,０００円のクーポン券を送付して、その差額を医療機関の窓口に

支払う形を想定しております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 そうしますと、私はインフルエンザ予防接種助成金ということで、令和２年度は国から

の補助金を受けて無償に、６５歳以下の方々とか小学校２年生までとか、持病を抱えた

方々がインフルエンザを無料で受けたのですが、コロナ感染症対策として受けたのですけ

れども、今回のインフルエンザ予防接種助成金、これは特定健診を受けた方に対する特典

という形でよろしいのですか。 

堤委員長：国保年金課長。 

寺澤国保年金課長：特定健診を受けた方に対する報償、特典ということになります。 
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 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：私、４年間いなかったのですが、これは今回初の試みということになるので

しょうか。 

堤委員長：国保年金課長。 

寺澤国保年金課長：新規事業になります。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 大変タイムリーといいますか、健診受診がなかなか三沢は向上できないということで、

この策が、インフルエンザで、今回無償になったということで喜ばれております。そうし

た意味でもこの事業は私はすばらしいというふうに感じました。受診率向上に向けて、各

職員の皆さんからこのような策が、いろいろなアイデアがどんどん生まれるといいなと感

じております。ぜひ皆さんに周知して、コロナのことについてはまた別になりますので、

担当課が違いますので。ここでは、このことについてはぜひ周知していただいて、活用し

ていただきたいと思います。期待しています。 

 もう１点なのですが、今、国保というと県の事業に移行されまして、三沢市としては、  

全般だと思うのですが、その中で、今度県のほうで３方式に移行するとなると、今まで平

等割、均等割、所得割、資産割というのが、今度資産割がなくなると。そうなったとき

に、所得で判断するということになると思うのですが、三沢市としても保険税が上がるの

ではないかというふうな、県の試算ではそうなっています。 

 その中で、今、三沢市が子育て支援、定住・移住という部分で、人口減少対策として子

育て支援に力を入れているわけですけれども、他県、他市では、均等割、平等割で、子供

がゼロ歳の方には、これまで三沢市では課税されていたわけなのですが、これを１８歳ま

で均等割、平等割を子供にはかけないということをしている自治体もあります。そういう

意味で、三沢市としては、このことについてどのようなお考えでしょうか。 

堤委員長：国保年金課長。 

寺澤国保年金課長：子供の均等割の軽減に取り組むべきというお話かと思うのですけれど

も、子供の均等割の軽減につきましては、令和４年度から未就学児を対象に均等割を５割

軽減するということで決まっております。令和４年度から実施しまして、少子化対策、子

育て家庭への支援をすることとしております。 

 それで、他県では１８歳までやっているところもあるということなのですけれども、対

象範囲の拡大につきましては、検討のお願いを全国市長会で、社会保障審議会、医療保険

部会に対して要望していると聞いております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 国のほうでも少子化対策として、令和４年から未就学児に対しての５０％、５割軽減と

うたっておりますけれども、ぜひとも子育て政策、これは本当に喜ばれると思うのです。

子供がゼロ歳で、１８歳まで所得がないわけですから、それにも均等割、平等割がかかる
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となると大変な負担になります。ぜひとも他市、他県で行っている事案、先進地を参考

に、国にプラス三沢市独自で支援していくということを考えていただくように要望し、質

問を終わります。 

堤委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号令和３年度三沢市国民健康保険特別会計予算は、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第３号令和３年度三沢市食肉処理センター特別会計予算を議題といたしま

す。 

 当局の説明を願います。 

 経済部長。 

関経済部長兼新型コロナウイルス感染症対策支援室長：議案第３号令和３年度三沢市食肉

処理センター特別会計予算の概要について御説明申し上げます。 

 予算書の３６８ページを御参照願います。 

 畜産に関しては、豚熱の家畜伝染病の収束が見えない状況でありますが、各種家畜伝染

病予防や拡散防止対策などを関係機関と連携しながら、豚の飼養衛生管理の徹底に努めて

おります。 

 また、近年の消費者の食に対する安全意識の高まりにより、食肉業界においても衛生面

のさらなる強化が求められていることから、当センターにおいては、食品の安全と品質を

確保するための国際的なマネジメントシステムであるＳＱＦの認証を継続更新するととも

に、安全・安心な国産豚肉を消費者に提供する体制強化を引き続き進めていくこととして

おります。 

 令和３年度予算編成に当たっては、年間予定処理頭数を令和２年度の実績見込みを踏ま

え、前年度同様の４７万頭を見込むとともに、引き続き養豚生産者等に対する各種補助金

を予算化するなど、継続的な経営力強化を目指した予算編成に努めた結果、予算額は、歳

入歳出それぞれ１０億７,６０４万３,０００円とするものであります。 

 それでは、まず、歳入の主なるものについて御説明申し上げます。 

 予算書の３７１ページを御参照願います。 

 １款の事業収入につきましては、前年度と同額の１０億６,８９０万６,０００円を計上

しております。 

 ２款の分担金及び負担金につきましては、隣接するスターゼンミートプロセッサー株式
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会社と共同利用を行う排水処理施設の維持管理経費に係る同社からの負担金として７０３

万７,０００円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 予算書の３７２ページを御参照願います。 

 １款の事業費につきましては、指定管理料７億８,０１２万円やと畜場用機械などの改

修工事費６,８９８万２,０００円が主なるもので、８億８,９８０万２,０００円を計上し

ております。 

 ２款の公債費につきましては、平成２５年竣工の大規模改修事業に伴う起債元利償還金

など１億８,６２４万１,０００円を計上しております。 

 以上が、令和３年度三沢市食肉処理センター特別会計予算の概要であります。よろしく

お願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第３号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号令和３年度三沢市食肉処理センター特別会計予算は、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４号令和３年度三沢市介護保険特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 福祉部参事兼福祉部長心得。 

篠田福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長：議案第４号令和３年度三沢市介護保険特

別会計予算につきまして、概要を御説明いたします。 

 予算書の４０９ページから４１１ページの歳入歳出予算事項別明細書を御参照願いま

す。 

 令和３年度は、第８期介護保険事業計画期間の初年次となりますが、引き続き介護保険

給付の適正化と地域包括ケアシステムの充実化を推進しつつ、計画にのっとり適切な介護

サービスの整備を行い、高齢者の自立支援及び重度化防止に資する環境を整えてまいりた

いと考えております。 

 予算編成に当たりましては、事業経費等については、節減により適正化を図り、歳出の

ほとんどを占める保険給付費は、実績及び直近の傾向等を勘案し、慎重に推計を行う一

方、これら財源となる国庫支出金をはじめとするそれぞれの歳入を適切に積算いたしまし

た。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３６億３,０９８万６,０００円となり、前年
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度予算額との比較では１,５６２万５,０００円、率にして０.４％の増となっておりま

す。 

 それでは、予算の内容につきまして、４０９ページの歳入から御説明いたします。 

 １款の保険料は、第１号被保険者の介護保険料で、７億１,７４２万４,０００円を計上

するものであります。前年度比では２,１３４万４,０００円、２.９％の減となっており

ます。 

 ２款の使用料及び手数料は、介護保険料の督促手数料であります。科目設定のため１,

０００円を計上しております。 

 ３款の国庫支出金は、介護給付費に対する国庫負担金と介護予防事業等に対する国庫補

助金でありますが、８億６,９２２万９,０００円を計上いたしました。 

 ４款の支払基金交付金は、第２号被保険者から支払われる介護保険料でありますが、９

億２,１０５万３,０００円を計上いたしております。 

 ５款の県支出金は、介護給付費に対する県負担金と介護予防事業等に対する県補助金

で、４億９,４８８万６,０００円を計上いたしております。 

 ６款の財産収入は、三沢市介護保険給付費支払準備基金に対する利子でありますが、１

万６,０００円を計上しております。 

 ７款の繰入金は、保険給付費や職員人件費、介護予防支援事業等に対する一般会計から

の繰入金でありますが、６億１,３６６万６,０００円を計上しております。 

 ８款の繰越金は、前年度繰越金で、科目設定のため１,０００円を計上しております。 

 ９款の諸収入は、要支援認定者に係るケアプラン作成に対する介護報酬費等ですが、

１,４７１万円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ４１０ページから４１１ページを御参照願います。 

 １款の総務費は、職員人件費や事務費であり、１億１,４６５万１,０００円を計上して

おります。 

 ２款の保険給付費は、介護保険サービス等に係る保険者負担分でありますが、実績等に

基づき推計し、３２億９,７３８万２,０００円を計上しております。 

 ３款の財政安定化基金拠出金は、県が運用する基金への拠出金でございますが、科目設

定のため１,０００円を計上しております。 

 ４款の地域支援事業費は、介護予防事業及び地域包括支援センター運営に要する費用で

ございますが、２億７９３万４,０００円を計上しております。 

 ５款の基金積立金は、介護保険給付費支払準備基金の利子等を基金に繰り入れるもの

で、１万７,０００円を計上しております。 

 ６款の公債費は、一時借入金に対する利息であり、科目設定のため１,０００円を計上

しております。 

 ７款の諸支出金は、介護保険料の還付金等でありますが、１００万円を計上しておりま

す。 

 ８款の予備費は１,０００万円を計上しております。 

 以上が、令和３年度三沢市介護保険特別会計予算の概要でございます。よろしくお願い
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申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていただきます。 

 まず、私も一般質問等で取り上げました第８期の介護保険料の据置きということが新聞

等でも発表になっておりました。これまで３年ごとに引き上げられてきた介護保険料、今

回据置きということで、大変努力された成果だと高く評価させていただきたいと思いま

す。 

 そこで、今、高齢者の方の予防事業に力を入れていらっしゃると思うのですけれども、

総合事業対象者、要支援１、２とか介護度以前の、そこまで行かないまでに、総合事業対

象者として様々な予防対策、そういう施策があると思うのですけれども、この総合事業対

象者というのは、これまで増えてきているのでしょうか。総合事業もありますけれども、

その辺の内容についてお知らせください。 

堤委員長：介護福祉課長。 

田中介護福祉課長兼地域包括支援センター長：総合事業対象者数についてお答えします。 

 今、手元に資料がありませんので、お時間をいただきたいと思います。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：それでは、この事業内容について、状況についても後でお聞かせいただければ

と思います。 

 今、特養に入所する待機者が少ないという、一般質問等でも回答をもらっているのです

けれども、今、介護度３以上でないと特別養護老人ホームに入所することはできませんの

で、経済的な負担もありまして、自宅で介護、家族なり、独り暮らしの方でも自宅で寝た

きりの方もいるということも伺ったことがあります。そういう中で、自宅での介護支援が

今、大きく求められてくるのではないかと思うのですが、それに対して、例えばおむつに

対する補助とかもあります。自宅での介護者に対する支援策というのが必要だと思うので

すが、その辺についていかがでしょうか。 

堤委員長：介護福祉課長。 

田中介護福祉課長兼地域包括支援センター長：自宅で介護を必要とする方に対する支援策

ということでよろしかったでしょうか。 

 自宅で介護を要する方、施設に入らずに訪問介護等を受けている方がいらっしゃいます

けれども、介護保険の枠の中で対応しております。特に市で新たにということは行ってい

ないのですけれども、先般、今年度５月に２４時間対応型訪問看護の公募をかけました

が、事業者側の応募がなくて、そちらのほうは実現しなかった次第であります。 

 以上であります。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 なかなか介護というのは本当に大変な状況にあって、皆さんされていると思います。私

も９０歳の母を抱えておりますけれども、本当に大変な状況ですけれども、そういう中

で、介護される側の方はサービスを受けるのですが、介護する側にもぜひとも、退職を余
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儀なくされたりとか、そういう部分で介護をしている方々に対しての支援というのも考え

ていただければと思います。 

 以上です。私の質問を終わります。 

堤委員長：ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第４号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号令和３年度三沢市介護保険特別会計予算は、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第５号令和３年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 市民生活部長。 

工藤市民生活部長：議案第５号令和３年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算の概要につ

きまして御説明申し上げます。 

 予算の編成に当たりましては、高齢者の健康保持と医療の確保を図ることを基本方針と

し、歳入では、保険料などの財源確保に努めるとともに、歳出においては、所要の予算措

置をしたところであります。 

 この結果、令和３年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算の総額は、歳入歳出ともに４

億５,６０１万４,０００円となり、前年度当初予算額との比較では３,５３６万３,０００

円の増となったところであります。 

 以下、予算書の４９３ページ、歳入歳出予算事項別明細書に基づき、歳入から御説明申

し上げます。 

 １款の後期高齢者医療保険料につきましては、特別徴収及び普通徴収の合計で、前年度

比３,２０７万７,０００円の増、３億１,０８６万４,０００円としたものであります。 

 ２款の使用料及び手数料につきましては、保険料の督促手数料として、前年度と同額の

７万６,０００円としたものであります。 

 ３款の繰入金につきましては、一般会計からの人件費、事務費及び保険料の軽減による

負担金等の繰入金で、前年度比８２４万３,０００円減の１億２,５００万９,０００円と

したものであります。 

 ４款の諸収入につきましては、保険料の滞納に対する延滞金や還付金等として、前年度

比１,１５２万９,０００円増の２,００６万４,０００円としたものであります。 

 ５款の繰入金につきましては、前年度繰越金でありますが、科目設定のため１,０００

円としたものであります。 
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 次に、歳出につきまして御説明申し上げます。 

 ４９４ページを御参照願います。 

 １款の総務費につきましては、人件費及び事務費として、前年度比１７９万４,０００

円減の２,７３３万４,０００円としたものであります。 

 ２款の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、広域連合に対して保険料負担

金、保険料の軽減による負担金等として、前年度比２,４７６万９,０００円増の４億７１

３万２,０００円としたものであります。 

 ３款の保健事業につきましては、特定健康診査等に係る事業費として、前年度比１,２

８７万円増の１,９７４万８,０００円としたものであります。 

 ４款の諸支出金につきましては、保険料の還付金等として、前年度比３１万円減の１３

７万１,０００円としたものであります。 

 ５款の保険給付費につきましては、後期高齢者高額介護合算療養費として、前年度比１

７万２,０００円減の４２万８,０００円としたものであります。 

 ６款の公債費につきましては、一時借入金利子の科目設定として、１,０００円とした

ものであります。 

 以上が、令和３年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算の概要であります。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号令和３年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 次に、議案第６号令和３年度三沢市水道事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 上下水道部長。 

新堂上下水道部長：議案第６号令和３年度三沢市水道事業会計予算の概要について御説明

申し上げます。 

 令和３年度の予算編成に当たりましては、泉町地区に新規完成いたしました(仮称)南部

配水場の安定的な事業運営のほか、水道老朽管の更新及び配水場における計器類の更新に

重点を置き、予算措置をしたところであります。 

 それでは、予算書の１ページを御参照願います。 

 はじめに、第２条の業務予定量について御説明いたします。 
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 令和３年度の給水件数につきましては、昨年度同様の１万９,４００件を見込み、年間

給水量は３８０万６,３００立米で、１日当たりの換算では１万４２８立米を見込んでい

るところであります。 

 主要な建設改良事業といたしましては、老朽管等の更新工事をメインに、配水場の計器

類等の更新を含めた２億８,５５１万２,０００円を計上しているところであります。 

 次に、第３条は、経営活動に伴う収益的収入及び支出となります。 

 はじめに、収入について御説明いたします。 

 第１款の事業収益は９億２,５６６万３,０００円で、内訳としましては、営業収益を７

億３,９０３万６,０００円、営業外収益を１億８,６６２万６,０００円、特別利益を１,

０００円と定めるものであります。前年度との比較につきましては、別冊の予算概要に記

載しておりますが、収益的収入におきましては、５０５万２,０００円の増で、率にして

０.５％の増となったところであります。 

 次に、収益的支出について御説明いたします。 

 第１款の事業費用は８億８,８４８万４,０００円で、内訳としましては、営業費用を８

億３,１９６万７,０００円、営業外費用を５,６３９万７,０００円、特別損失を１２万円

と定めるものであります。収益的支出における前年度との比較は、１億１,２２９万７,０

００円の増で、率にして１４.５％の増となったところであります。 

 また、収益的収入から支出を差し引いた額は３,７１７万９,０００円の余剰見込みとな

り、このうち消費税を差し引いた当年度純利益は１,７８２万１,０００円と見込んでいる

ところであります。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出でございます。こちらは、施設整備に伴う収入及び

支出となります。 

 第１款の資本的収入は７,８８０万円で、内訳としましては、企業債を６,４５０万円、

補助金を１,４２０万円、負担金を１０万円と定めるものであります。 

 資本的収入における前年度との比較は７億７,４７６万３,０００円の減で、率にして９

０.８％の減となったところであります。こちらは、(仮称)南部配水場の整備が令和２年

度で終了することに伴い、大幅な減額となったものであります。 

 次に、資本的支出は３億８,９６１万７,０００円で、内訳としましては、建設改良費を

２億８,７０６万９,０００円、企業債償還金を１億２５４万８,０００円と定めたもので

あります。資本的支出における前年度との比較は８億７,１４２万３,０００円の減で、率

にして６９.１％の減となったところであります。 

 なお、資本的収入から支出を差し引いた不足額３億１,０８１万７,０００円につきまし

ては、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額２,４１６万３,０００円、減債

積立金７,４９４万２,０００円及び損益勘定留保資金２億１,１７１万２,０００円をもっ

て補塡することとしております。 

 続きまして、予算書の２ページを御参照願います。 

 第５条の企業債については、限度額を６,４５０万円と定めるものであります。 

 第６条は、一時借入金の限度額を１億円と定めるものであります。 

 第７条は、予算額に不足が生じた場合、各項目間において流用ができるということを定
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めるものであります。 

 次の第８条は、職員給与費１億２２３万５,０００円を、議会の議決を経なければ流用

することができないと定めるものであります。 

 最後に、第９条は、たな卸資産購入限度額を１,８１６万７,０００円と定めるものであ

ります。 

 以上が、令和３年度三沢市水道事業会計予算の概要であります。よろしくお願い申し上

げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第６号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号令和３年度三沢市水道事業会計予算は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第７号令和３年度三沢市下水道事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 上下水道部長。 

新堂上下水道部長：議案第７号令和３年度三沢市下水道事業会計予算の概要について御説

明申し上げます。 

 令和３年度の予算編成に当たりましては、公衆衛生の向上を念頭に、引き続き古間木地

区、新町・上久保地区、松原町地区、下久保・堀口地区における各地区の管渠整備に当た

るほか、浄化センター等を含めた各施設における維持管理費の抑制に注意を払い、予算措

置をしたところであります。 

 それでは、予算書の１ページを御参照願います。 

 はじめに、第２条の業務の予定量について御説明いたします。 

 令和３年度の下水道接続戸数は、昨年度を３７０戸ほど上回る９,８４８戸を見込んで

おります。年間処理水量は２７４万８,０００立米で、１日当たり換算では７,５２８立米

となるところであります。 

 主要な建設改良事業といたしましては、下水道管渠整備に３億７,８９０万９,０００

円、また、災害時の対応として、三沢市浄化センター発電設備の蓄電池など、更新に係る

費用として８,７８１万３,０００円を計上しているものです。 

 次に、第３条は、経営活動に伴う収益的収入及び支出となります。 

 はじめに、収入について御説明いたします。 

 第１款の事業収益は１５億４,８５２万円で、内訳としましては、営業収益を５億８,０
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４４万４,０００円、営業外収益を９億６,１２５万６,０００円、特別利益を６８２万円

と定めるものであります。前年度との比較につきましては、別冊の予算概要に記載してお

りますが、収益的収入におきましては５,６６８万７,０００円の減で、率にして３.５％

の減となったところであります。 

 次に、収益的支出について御説明いたします。 

 第１款の事業費用は１４億６１９万５,０００円で、内訳としましては、営業費用を１

２億３,６６１万７,０００円、営業外費用を１億６,７２９万９,０００円、特別損失を２

２７万９,０００円と定めるものであります。収益的支出における前年度との比較は、９,

６３４万５,０００円の減で、率にして６.４％の減となったところです。 

 また、収益的収入から支出を差し引いた額は１億４,２３２万５,０００円の余剰見込み

となり、このうち消費税を差し引いた当年度純利益は１億２,６７７万２,０００円を見込

んでいるところであります。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出でございます。こちらは施設の整備に伴う収入及び

支出となります。 

 はじめに、資本的収入は９億７,９３５万３,０００円で、内訳としましては、企業債を

５億９,７９０万円、出資金を２,１９６万４,０００円、補助金を２億２３５万円、負担

金を１億５,７１３万９,０００円と定めるものであります。資本的収入における前年度と

の比較は２,８１４万円の減で、率にして２.８％の減となったところであります。 

 次に、資本的支出は１４億８,５６４万９,０００円で、内訳としましては、建設改良費

を４億６,６７２万２,０００円、企業債償還金を１０億１,８９２万７,０００円と定める

ものであります。資本的支出における前年度との比較は１,６３２万５,０００円の減で、

率にして１.１％の減となったところであります。 

 なお、資本的収入から支出を差し引いた不足額５億６２９万６,０００円につきまして

は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額３,５３１万９,０００円、過年度

分損益勘定留保資金２,８０９万７,０００円、当年度分損益勘定留保資金３億６,３９０

万２,０００円、繰越利益剰余金処分額６,５３９万８,０００円及び当年度利益剰余金処

分額１,３５８万円をもって補塡することとしております。 

 続きまして、予算書の２ページを御参照願います。 

 第５条の企業債については、限度額を５億９,７９０万円と定めるものであります。 

 第６条は、一時借入金の限度額を１０億円と定めるものであります。 

 第７条は、予算額に不足が生じた場合、各項目間において流用ができるということを定

めるものであります。 

 第８条は、職員給与費８,０３０万１,０００円を、議会の議決を経なければ流用するこ

とができないと定めるものであります。 

 第９条は、他会計からの補助金を６億８,８５０万２,０００円と定めるものでありま

す。 

 最後に、第１０条は、利益剰余金の処分として、減債積立金へ７,８９７万８,０００円

を積み立てるものであります。 

 以上が、令和３年度三沢市下水道事業会計予算の概要であります。よろしくお願い申し
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上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第７号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号令和３年度三沢市下水道事業会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第８号令和３年度三沢市立三沢病院事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 三沢病院事務局長。 

市川三沢病院事務局長：議案第８号令和３年度三沢市立三沢病院事業会計予算について、

その内容を御説明申し上げます。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当院では入院収益の落ち込みが激

しく、国、県の補助金や一般会計からの繰入金により支えられているところであります

が、依然として新型コロナウイルス感染症収束の見通しは立たず、引き続き厳しい状況が

続くものと予想されます。 

 このようなことから、令和３年度の病院経営に当たりましては、院内感染防止対策の徹

底を図りながら、職員の経営意識の向上を図るとともに、医療制度改革に沿った病院経営

を進めることで、引き続き質の高い医療と充実したサービスを提供することを目標に、収

益の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 また、４月より十和田市立中央病院との間で、地域医療連携推進法人を設立すること

で、患者の相互診療や薬品等の共同購入、医療機器の有効的な活用など、上十三地域にお

ける将来の医療体制に大きく貢献できるものと期待しているところであります。 

 それでは、予算書の１ページを御参照いただきたいと思います。 

 はじめに、第２条は、業務の予定量であります。 

 収益的事業では、年間入院患者数が６万３,８７５人で、１日平均では１７５人、年間

外来患者数は９万６,１４０人で、１日平均では４１８人を見込んでおり、建設改良費で

は、営業設備、リース資産、ＭＲＩ整備、医療情報システム整備等で４億３,９２２万４,

０００円を実施することとしております。 

 次に、第３条は、病院事業の経営活動に伴う収益的収入及び支出であります。 

 収入につきましては、第１款病院事業収益を６０億３２６万９,０００円とし、内訳と

いたしましては、第１項医業収益５２億３,２８４万７,０００円、第２項医業外収益７億

７,０４２万２,０００円と定めるものであります。 
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 支出につきましては、第１款病院事業費用を６３億５,９８３万６,０００円とし、内訳

といたしましては、第１項医業費用６０億９,３７９万９,０００円、第２項医業外費用２

億６,６０３万７,０００円と定めるものであります。 

 次に、第４条は、企業債元金償還、医療機器等の整備更新に伴う資本的収入及び支出で

あります。 

 収入につきましては、第１款資本的収入を５億６,２４７万８,０００円とし、内訳とい

たしましては、第１項企業債１億１,４００万円、第２項出資金１億８,３３３万５,００

０円、第３項補助金２億６,５１４万３,０００円と定めるものであります。 

 支出につきましては、第１款資本的支出を７億４,７０４万７,０００円とし、内訳とい

たしましては、第１項建設改良費４億３,９２２万４,０００円、第２項企業債償還金３億

６０２万３,０００円、第３項投資１８０万円と定めるものであります。 

 この結果、収支差引きにおいて１億８,４５６万９,０００円の収支不足となりますが、

これにつきましては、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額１６２万６,０

００円、過年度分損益勘定留保資金１億４,０３５万３,０００円及び当年度分損益勘定留

保資金４,２５９万円で補塡するものであります。 

 続きまして、予算書の２ページを御参照いただきたいと思います。 

 第５条は、企業債の限度額等について定めるものであります。 

 第６条は、一時借入金の限度額を１２億円と定めるものであります。 

 第７条は、流用できる支出経費を定めるものであります。 

 第８条は、職員給与費２８億８３１万１,０００円、公債費２５０万円を、議会の議決

を経なければ流用することのできない経費として定めるものであります。 

 第９条は、一般会計からの補助金を受ける額を７億６,９３７万８,０００円と定めるも

のであります。 

 第１０条は、たな卸資産購入限度額を１８億円と定めるものであります。 

 次に、先ほどの第３条、収益的収入及び支出並びに第４条、資本的収入及び支出の内容

について、主なものを御説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、予算書の２２ページ、２３ページを御参照いただきたいと思います。 

 まず、収益的収入でありますが、第１款病院事業収益は、前年度と比較し２,８２７万

１,０００円の増額となっております。 

 主な増減といたしましては、医業収益におきましては、外来収益が７,６１３万円の増

額となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、入院収益が８,６２３万１,０

００円減額となるなど、医業収益では３,５８３万６,０００円の減額となっております。 

 また、医業外収益では、他会計補助金、他会計負担金の増額で６,４１０万７,０００円

の増額となり、病院事業収益全体では２,８２７万１,０００円の増額となったところであ

ります。 

 次に、２４ページから２９ページを御参照いただきたいと思います。 

 収益的支出の第１款病院事業費用では、前年度と比較し３,０９７万２,０００円の増額

となっております。 

 主な増減といたしましては、事業費用におきまして、給与費が１,８９８万７,０００円
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減額するものの、経費の中の修繕費等で４,０６２万４,０００円の増額、また、減価償却

費で１,８３３万７,０００円の増額等により、病院事業費用では３,０９７万２,０００円

の増額となったところであります。 

 次に、３０ページ、３１ページを御参照いただきたいと思います。 

 資本的収入及び支出でありますが、収入の第１款資本的収入では、９条交付金が再編関

連訓練移転等交付金など国庫補助金の増額により、前年度と比較し３億２,４２８万８,０

００円の増額となっております。 

 また、支出においても、第１款資本的支出では、ＭＲＩ整備事業や医療情報システム整

備事業など、建設改良費の増額により、前年度と比較し３億４,０３８万７,０００円の増

額となっております。 

 以上が、令和３年度三沢市立三沢病院事業会計予算の内容であります。よろしくお願い

します。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていただきます。 

 コロナもあり、今、大変三沢病院もこれまで毎年赤字で、特に自治体病院は青森県内で

もほとんど赤字です。十和田市も毎年赤字ということも新聞報道でありました。そういう

中でどうやって三沢市民の命を守る、市立三沢病院を守っていくのか。これは管理者に全

て委ねるだけではなくて、市長自らこの問題に立ち向かっていかなければならないのでは

ないかと私は思います。 

 私もよく市民の方から、特に透析を受けている方が、やはり三沢病院で透析を受けたい

けれども、医師も看護師も不足して、透析の患者を受け入れる余裕がないということで、

十和田に行ったり、三沢市では１か所しかありませんが、医師、看護師不足というのは本

当に深刻だと思うのですが、これを市長としてはどのように捉えていらっしゃるでしょう

か。 

堤委員長：市長。 

小檜山市長：この医師不足というのは全国的な傾向で、若い人はどうしても大都市志向と

いう形で、県のほうも大分苦慮しているわけで、弘大のほうに知事自らが行って、医師の

仕事の重要性、あるいは貸与型ではなくて給付型の奨学金をあげるとか、そしてまた、

様々な優遇制度を取って医師確保という、まず、医師不足を解消するために努力している

わけです。我々もその方針にのっとって、例えば研修医を受けてもらいたいというのであ

れば、受け入れたいと思いますし、あるいは弘大、岩手医科大学といったところと、流れ

は違うのでしょうけれども、医師を増やすための地縁があるのであれば、そういうところ

とも十分連絡を取ってやりたいと。 

 今、坂田先生は直接自治医大のほうに行って引っ張ってきたり、様々管理者は管理者な

りに努力しているわけですけれども、いかんせんまだ医師不足解消になっていないので、

これから医師不足解消に私も。 

 以前のことは、ずっと赤字ということはちょっと分かりませんけれども、今年度に関し

ては、やはりコロナが大きく影響して、市立病院の４階、当初は、全フロアをコロナ対応
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にするという形にしたのですけれども、それでは市立三沢病院はもたないということで、

そのうちの半分、さらに何床ということでコロナに対応しているわけで、これはコロナ最

優先でお願いしますと、私は管理者のほうにお話ししてありますので、赤字になるのも致

し方ないのかという思いでおります。 

 これから、とにかく少なくなっている医師確保に頑張りたいと思います。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 力強い市長のお言葉をいただきました。 

 十和田市では７億円という赤字を抱えながら、訪問診療に取り組んでいます。特にコロ

ナ禍で大変需要があるそうなのです。これもこの間、坂田管理者が訪問診療をすると、や

ればやるだけ赤字になるというようなお話をされました。そんな中で、医師も確保しなけ

ればならないし、構造的な部分、診療報酬の部分でも、やればやるほど赤字になるのだと

いうふうにおっしゃっていました。だけれども、十和田市では訪問診療に対して専門的な

部署をつくって取り組んでいます。大変喜ばれて活用されているということなのですけれ

ども、そういう方向性、赤字だから全て削るというのではなくて、もちろん赤字にしない

ためには医師を確保しなければならないと言われています。その辺で、市長には、ぜひと

も、これは三沢市一丸となってやっていかなければならないことだと思いますが、力を合

わせて前向きに取り組んでいただければと思います。要望で終わります。 

堤委員長：そのほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：それでは、質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号令和３年度三沢市立三沢病院事業会計予算は、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 これをもって、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 皆さん、ありがとうございました。 

午後 ４時０５分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長    堤   喜一郎   

 


